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序
論 

 

北
地
四
論
の
学
匠
と
さ
れ
る
曇
鸞
（
四
七
六
〜
五
四
二
年
）
は
天
親
の
『
浄
土
論
』
を
註
釈
し
た
『
往
生
論
註
』
（
以
下
『
論
註
』

と
略
称
）
を
著
し
、
浄
土
教
教
義
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
中
、
国
土
荘
厳
十
七
句
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
入
第
一
義
諦
の
釈

を
受
け
、1

阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
広
略
相
入
を
論
じ
、
二
種
法
身
の
論
理
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
浄
入
願
心
章
に
は
国
土
荘
厳
十
七
句
、

仏
荘
厳
八
句
、
菩
薩
荘
厳
四
句
の
浄
土
の
荘
厳
相
を
広
と
し
、
一
法
句
を
略
と
し
て
そ
れ
ら
が
互
い
に
相
入
し
合
う
関
係
に
あ
る
こ

と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。2

そ
し
て
身
土
不
二
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
う
し
た
仏
土
に
つ
い
て
の
広
略
相
入
の
論
理
の
根
拠
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
の
が
、
仏
身
に
つ
い
て
の
二
種
法
身
思
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
に
よ
り
、『
論
註
』
に
お
け
る
二
種
法
身
説
は
仏
身

論
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
浄
土
の
荘
厳
相
と
一
法
句
と
の
関
係
を
説
明
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。3

二
種
法
身
と
は
法
性
法

身
と
方
便
法
身
の
こ
と
を
指
す
。
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
で
は
三
厳
二
十
九
種
の
荘
厳
相
を
指
す
広
は
方
便
法
身
に
当
て
、
一
法
句

を
指
す
略
は
法
性
法
身
に
当
て
て
そ
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
論
文
に
お
い
て

は
そ
の
定
説
に
し
た
が
い
、
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
そ
の
曇
鸞
に
お
け
る
論
理
は
同
じ
く
中
国
浄
土
教
に
お
け
る

道
綽
（
五
六
二
〜
六
四
五
年
）、
日
本
浄
土
教
に
お
け
る
親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
年
）
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
論
文
に
お
い
て
は
中
国
浄
土
教
に
お
け
る
曇
鸞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
二
種
法
身
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
の
論
理
は

道
綽
、
親
鸞
に
よ
っ
て
い
か
に
展
開
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
思
想
的
特
色
を
窺
う
こ
と
と
す
る
。 

 

ま
ず
第
一
章
で
は
曇
鸞
に
お
け
る
二
種
法
身
の
論
理
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。『
論
註
』
の
浄
入
願
心
章
に
明
か
さ
れ
る
二
種

法
身
、
す
な
わ
ち
法
性
法
身
と
方
便
法
身
と
は
い
か
な
る
概
念
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
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つ
い
て
ま
ず
言
及
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
は
そ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
い
か
な
る
は
た
ら
き
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
、
凡
夫
の
救
済
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。 

 

続
く
第
二
章
で
は
道
綽
に
お
け
る
曇
鸞
の
二
種
法
身
説
の
継
承
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
道
綽
の
弥
陀
身
土
論
に
つ
い
て
、『
安

楽
集
』
第
一
大
門
第
七
に
は
法
・
報
・
化
の
三
身
三
土
義
が
示
さ
れ
、4

ま
た
続
く
第
一
大
門
第
八
に
は
相
土
・
無
相
土
論
が
示
さ
れ

て
い
る
。5
本
論
文
で
は
二
種
法
身
の
論
理
を
直
接
的
な
背
景
と
す
る
相
土
・
無
相
土
の
論
理
を
中
心
と
し
、
そ
れ
が
曇
鸞
教
学
の
展

開
と
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

 

さ
ら
に
、
第
三
章
で
は
親
鸞
に
よ
る
曇
鸞
の
二
種
法
身
観
を
検
討
し
た
い
。
親
鸞
が
曇
鸞
の
二
種
法
身
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は

『
教
行
信
証
』
の
「
証
文
類
」
に
還
相
回
向
の
因
と
な
る
徳
を
示
す
も
の
と
し
て
『
論
註
』
の
二
種
法
身
の
文
を
引
用
し
て
い
る6

こ

と
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
二
種
法
身
は
『
愚
禿
鈔
』
に
お
い
て
法
身
、
報
身
、
応
身
、
化
身
の
四
身
説
の
展
開
の
う
ち
、

法
身
を
別
し
て
開
く
二
種
の
仏
身
と
し
て
展
開
さ
せ
て
い
る
。7

そ
う
し
た
親
鸞
に
お
け
る
二
種
法
身
の
説
示
の
中
、
具
体
的
か
つ
特

徴
的
な
内
容
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
和
語
聖
教
に
あ
た
る
『
一
念
多
念
文
意
』
と
『
唯
信
鈔
文
意
』
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て

本
論
文
に
お
い
て
は
和
語
聖
教
を
中
心
と
し
て
二
種
法
身
の
特
色
を
検
討
し
、
親
鸞
に
よ
る
曇
鸞
の
二
種
法
身
論
の
受
容
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

以
上
の
三
章
を
踏
ま
え
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
二
種
法
身
論
は
、
曇
鸞
か
ら
道
綽
、
曇
鸞
か
ら
親
鸞
へ
い
か
な
る
思
想
的
受
容
が

な
さ
れ
た
と
言
え
る
の
か
を
確
認
す
る
。
三
者
に
通
ず
る
思
想
的
な
一
貫
性
を
お
さ
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
展
開
の
独
自
性

を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 
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本
論 

 

第
一
章 
曇
鸞
に
お
け
る
二
種
法
身
の
論
理 

 
 

第
一
節 
法
性
法
身
と
方
便
法
身 

 

大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
梵
語
で
「
多
陀
阿
伽
陀
」
の
語
を
訳
し
て
「
如
来
」
と
も
「
如
去
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「

-

如
来
」
と

は
「
如
よ
り
来
生
す
る
も
の
」、「
如
去
」
と
は
「
真
如
に
到
達
す
る
も
の
」
と
い
う
意
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
如
来
」

と
は
仏
の
利
他
摂
化
の
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、8

そ
の
よ
う
に
捉
え
た
場
合
、「
如
去
」
と
は
仏
の
自
利
の
面
を
表
し
た
も

の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
仏
の
自
利
利
他
の
は
た
ら
き
が
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
中
観
思
想
の
系
譜
を
承

け
て
、9

曇
鸞
は
「
如
来
」
を
方
便
法
身
、
「
如
去
」
を
法
性
法
身
と
し
て
如
来
観
を
展
開
さ
せ
て
い
る
と
窺
え
る
。 

 

そ
こ
で
法
性
法
身
と
方
便
法
身
と
は
い
か
な
る
概
念
を
表
す
の
か
、
先
行
研
究
に
し
た
が
っ
て
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

是
山
恵
覚
氏
は
法
性
法
身
及
び
方
便
法
身
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
を
詳
細
に
示
し
つ
つ
、
そ
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。 

 
 

法
性
法
身
、
法
性
と
は
、
法
は
一
切
万
法
を
謂
ふ
、
性
は
本
の
義
、
上
に
不
乖
法
本
と
云
ふ
が
如
し
。
又
体
の
義
、
上
に
真
如

是 

 
 

諸
法
の
正
体
と
云
ふ
が
如
し
、
諸
法
の
性
体
で
依
主
に
釈
す
べ
し
。
此
性
が
如
実
に
顕
現
す
、
故
に
法
身
と
名
く
、
無
漏
智
能
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く 

 
 

理
と
合
し
此
智
即
ち
理
に
し
て
、
修
道
者
の
規
と
な
る
、
故
に
法
と
云
ひ
、（
法
は
集
成
の
義
）
法
即
ち
身
で
、
持
業
に
釈
す
べ 

 
 

し
。
四
字
合
釈
す
れ
ば
、
法
性
は
是
れ
理
で
、
法
身
は
是
れ
智
、
境
智
の
別
あ
れ
ば
、
法
性
を
証
す
る
の
法
身
で
、
依
主
に
釈

す 

 
 

べ
し
。
能
証
所
証
境
不
二
な
れ
ば
、
法
性
即
ち
法
身
で
、
持
業
に
釈
す
べ
し
。
方
便
法
身
、
方
便
と
は
善
巧
の
義
で
、
下
に
釈

あ 

 
 

り
、
今
は
形
を
現
し
、
名
を
示
し
て
能
く
衆
生
を
摂
す
る
を
い
ふ
、
法
身
は
前
に
同
じ
、
酬
因
感
果
、
形
名
の
当
体
即
ち
実
相

の 

 
 

智
慧
な
る
が
故
に
、
方
便
法
身
と
す
る
と
解
せ
ば
、
方
便
即
ち
法
身
で
、
持
業
得
名
な
り
悲
と
智
と
自
他
の
別
と
し
て
見
れ
ば
、 

 
 

方
便
を
有
す
る
の
法
身
で
、
依
主
得
名
な
り
。1

0 

つ
ま
り
法
性
と
は
諸
法
の
体
性
で
あ
る
理
と
し
、
法
身
と
は
そ
の
理
が
如
実
に
顕
現
し
た
態
、
す
な
わ
ち
理
を
さ
と
る
智
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
関
係
は
法
性
の
理
を
さ
と
る
法
身
の
智
と
い
う
依
主
釈
、
す
な
わ
ち
法
性
と
法
身
と
い
う
よ
う
に
境
智
の
別
と
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
性
の
理
は
そ
の
ま
ま
法
身
の
智
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
る
か
ら
持
業
釈
、
す
な
わ
ち
法
性
即
法
身
と
い

う
不
二
の
関
係
と
し
て
も
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
方
便
と
は
善
巧
方
便
、
す
な
わ
ち
衆
生
を
救
済
す
る

悲
を
表
し
、
法
身
と
は
法
性
法
身
に
お
け
る
法
身
と
同
じ
く
実
相
の
智
慧
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
方
便
の
悲
を
有
す
る

法
身
の
智
と
い
う
依
主
釈
と
し
て
見
れ
ば
、
方
便
と
法
身
と
い
う
よ
う
に
自
利
利
他
の
別
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
善
巧
方
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便
の
悲
が
そ
の
ま
ま
実
相
の
智
慧
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
持
業
釈
と
し
て
見
れ
ば
、
方
便
即
法
身
と
言
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

二
種
法
身
は
対
目
関
係
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
義
が
異
な
る
。
池
本
重
臣
氏
は
大
き
く
分
け
て
深
諦
院
慧
雲
師
が
主
張
し
た
「
法
性

法
身
＝
理
智
不
二
の
理
、
方
便
法
身
＝
悲
智
不
二
の
智
」
の
説
と
明
教
院
僧
鎔
師
が
主
張
し
た
「
法
性
法
身
＝
理
智
不
二
の
智
、
方

便
法
身
＝
悲
智
不
二
の
悲
」
の
説
の
い
ず
れ
か
に
分
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。1

1

し
か
し
こ
の
他
に
も
、
渡
邊
了
生
氏
や
福
原

亮
厳
氏
は
「
法
性
法
身
＝
理
智
不
二
の
理
、
方
便
法
身
＝
悲
智
不
二
の
悲
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。1

2

こ
う
し
た
様
々
な
見
解

が
窺
え
る
中
、
福
原
氏
に
至
っ
て
は
先
の
立
場
を
主
張
し
つ
つ
、
法
性
法
身
を
理
智
不
二
の
智
と
考
え
て
い
く
こ
と
も
方
便
法
身
を

悲
智
不
二
の
智
と
考
え
て
い
く
こ
と
も
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。1

3

こ
の
福
原
氏
の
見
解
に
基
づ
け
ば
、
様
々
な
解
釈
が
あ
る
中
、

ど
の
説
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
法
性
法
身
を
所
証
の
理
の
面
で
見
れ
ば

方
便
法
身
は
能
証
の
智
の
面
で
対
目
を
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
法
性
法
身
を
智
の
面
か
ら
見
れ
ば
方
便
法
身
は

そ
の
智
的
展
開
と
し
て
の
善
巧
方
便
の
悲
の
面
で
対
目
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
法
性
法
身
は
「
証
理
」
、
方

便
法
身
は
「
摂
物
」
と
い
う
関
係
で
も
っ
て
対
目
を
な
す
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、1

4

必
ず
し
も
理
と
智
、
智
と
悲
と
い
う
対
目
で
規
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
法
性
法
身
の
理
を
主
と
見
る
一
方
で
、
方
便
法
身
の
悲
を
主
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
法
性
法
身
は
理
智
不
二
、
方
便
法
身
は
悲
智
不
二
を
表
す
概
念
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
。 

  
 

第
二
節 

二
種
法
身
の
由
生
由
出 

 

浄
入
願
心
章
に
は
「
由
二
リ
テ

法
性
法
身
一
ニ

生
ズ

方
便
法
身
ヲ

、
由
二
リ
テ

方
便
法
身
一
ニ

出
二
ス

法
性
法
身
一
ヲ

。
此
ノ

二
ノ

法
身
ハ

異
ニ
シ
テ

而
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不
レ

可
レ
カ
ラ

分
ツ

。
一
ニ
シ
テ

而
不
レ

可
レ
カ
ラ

同
ズ

。
是
ノ

故
ニ

広
略
相
入
シ
テ

、
統
ブ
ル
ニ

以
二
テ
ス

法
ノ

名
一
ヲ

。
」1

5

と
い
う
よ
う
に
法
性
法
身
と

方
便
法
身
の
相
即
関
係
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
続
い
て
『
浄
土
論
』
の
「
一
法
句
ト
イ
フ

者
、
謂
ク

清
浄
句
ナ
リ

。
清
浄
句
ト

イ
フ

者
、
謂
ク

真
実
智
慧
無
為
法
身
ナ
ル
ガ

故
ナ
リ

。
」1

6

の
文
を
承
け
て
「
此
ノ

三
句
ハ

展
転
シ
テ

相
入
ス

。
依
二
リ
テ
カ

何
ノ

義
一
ニ

、
名
レ
ケ
テ

之
ヲ

為
レ
ス

法
ト

。
以
二
テ
ノ

清
浄
一
ヲ

故
ナ
リ

。
依
二
リ
テ
カ

何
ノ

義
一
ニ

、
名
ケ
テ

為
二
ス

清
浄
一
ト

。
以
二
テ
ノ

真
実
智
慧
無
為
法
身
一
ナ
ル
ヲ

故
ナ
リ

。
」1

7

と
三

句
の
展
転
相
入
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
真
実
智
慧
無
為
法
身
を
別
釈
し
、 

 
 

「
真
実
智
慧
ト

」
者
、
実
相
ノ

智
慧
也
。
実
相
ハ

無
相
ナ
ル
ガ

故
ニ

、
真
智
ハ

無
知
也
。「
無
為
法
身
ト

」
者
、
法
性
身
也
。
法
性
ハ

寂
滅 

 
 

ナ
ル
ガ

故
ニ

、
法
身
ハ

無
相
也
。
無
相
ノ

故
ニ

能
ク

無
レ
シ

不
レ
ル
コ
ト

相
ナ
ラ

。
是
ノ

故
ニ

相
好
荘
厳
ハ

即
チ

法
身
也
。
無
知
ノ

故
ニ

能
ク

無
レ
シ

不 

 
 

レ
ル
コ
ト

知
ラ

。
是
ノ

故
ニ

一
切
種
智
ハ

即
チ

真
実
ノ

智
慧
也
。1

8 

と
詳
細
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
曇
鸞
に
よ
る
「
一
法
句
↓
清
浄
句
↓
真
実
智
慧
無
為
法
身
」
の
三
句
展
転
相

入
の
関
係
に
つ
い
て
「
略
↓
広
↓
広
略
相
入
」
と
見
る
も
の1

9

や
「
略
↓
広
↓
略
」
と
見
る
も
の2

0

、
ま
た
「
略
↓
略
↓
略
」
と
見
る

も
の2

1

な
ど
、
先
行
研
究
の
見
解
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
の
釈
文
に
つ
い
て
も
先
哲
に
よ
っ
て
見
方
が
異
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
の
釈
文
に
「
無
相
ノ

故
ニ

能
ク

無
レ
シ

不
レ
ル
コ
ト

相
ナ
ラ

。
是
ノ

故
ニ

相
好
荘
厳
ハ

即
チ

法
身
也
。
」

と
あ
る
の
を
二
種
法
身
の
相
即
関
係
を
表
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
ど
の
説
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
受

け
れ
ば
、
三
句
の
う
ち
真
実
智
慧
無
為
法
身
の
釈
文
は
二
種
法
身
の
相
即
の
論
理
を
改
め
て
説
示
す
る
と
い
う
曇
鸞
の
意
図
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
浄
入
願
心
章
で
語
ら
れ
る
二
種
法
身
に
お
け
る
由
生
由
出
の
相
即
関
係
と
は
具
体
的
に
い

か
な
る
内
容
を
表
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。 
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香
月
院
深
励
師
は
、
方
便
法
身
と
い
う
能
証
の
智
と
法
性
法
身
と
い
う
所
証
の
理
の
関
係
性
に
お
い
て
理
が
智
と
し
て
生
じ
る
こ

と
を
由
生
、
智
が
理
を
顕
出
す
る
こ
と
を
由
出
と
し
て
い
る
。2

2

一
方
、
多
く
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
関

係
性
を
『
論
註
』
の
名
義
摂
対
章
に
お
け
る
般
若
と
方
便
の
関
係
に
即
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。2

3

す
な
わ
ち
智
慧
と
慈
悲
の
関
係
で

あ
る
。
ま
た
足
利
義
山
氏
は
『
論
註
』
善
巧
摂
化
章
に
「
以
レ
テ
ノ

知
二
ル
ヲ

実
相
一
ヲ

故
ニ

、
則
チ

知
二
ル

三
界
ノ

衆
生
ノ

虚
妄
ノ

相
一
ヲ

也
。
」2

4

と
あ
る
の
に
基
づ
き
、
由
生
を
「
法
性
は
寂
滅
無
相
な
り
、
此
無
相
即
相
な
り
と
知
り
、
三
界
衆
生
の
虚
偽
輪
転
を
見
て
、
修
因
感

果
す
、
是
自
利
成
満
し
て
利
他
を
起
す
な
り
」2

5

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
順
菩
提
門
章
に
「
菩
提
ハ

是
安
二

穏
ニ
ス
ル

一
切
衆
生
一
ヲ

清

浄
処
ナ
リ

。
」26

と
言
わ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
由
出
を
「
利
他
成
せ
ざ
れ
ば
、
二
乗
の
無
余
涅
槃
に
類
し
て
、
自
の
菩
提
も
亦
顕
出
せ
ず
、

迷
悟
を
見
て
修
因
感
果
の
利
他
成
満
す
る
と
き
、
相
に
即
す
る
の
無
相
、
寂
滅
の
自
証
を
得
る
」2

7

こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
し

た
が
え
ば
由
生
と
は
法
性
法
身
の
智
慧
、
自
利
の
は
た
ら
き
よ
り
方
便
法
身
の
慈
悲
、
利
他
を
生
ず
る
こ
と
を
表
し
、
ま
た
由
出
と

は
利
他
の
は
た
ら
き
の
裏
付
け
と
し
て
必
ず
自
利
の
成
就
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
由
生
由
出
の
論
理
は
法

性
方
便
を
理
と
智
の
関
係
で
見
て
い
く
説
と
智
と
悲
の
関
係
で
見
て
い
く
説
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
対
立
す
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。『
顕
深
義
記
』
で
は
「
法
性
ハ

是
レ

体
方
便
ハ

是
レ

用
故
ニ

云
二

由
生
一
ト

方
便
ハ

是
レ

修
能
証
ノ

之
身
法
性
ハ

是
レ

性
所
証
ノ

之
法
故
云
二

由
出
一
ト

」2
8

と
示
さ
れ
て
い
る
。
体
と
用
の
関
係
と
は
「
此
智
冥
レ
フ

理
ニ

能
ク

起
二
ス

大
用
一
ヲ

」2
9

と
言
わ
れ
る
よ

う
に
智
慧
よ
り
慈
悲
の
展
開
で
あ
る
。
こ
れ
が
由
生
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
方
便
法
身
と
い
う
能
証
の
智
が
法
性
法
身
と
い
う
所

証
の
理
を
顕
出
す
る
こ
と
を
由
出
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
性
方
便
を
由
生
で
は
智
慧
と
慈
悲
の
関
係
で
論
じ
、
由
出
で
は
所
証

の
理
と
能
証
の
智
と
い
う
関
係
で
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
法
性
法
身
は
理
智
不
二
で
あ
る
か
ら
理
の
面
か
ら
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も
智
の
面
か
ら
も
語
ら
れ
、
ま
た
方
便
法
身
は
悲
智
不
二
で
あ
る
か
ら
智
の
面
か
ら
も
悲
の
面
か
ら
も
語
ら
れ
得
る
の
で
、
由
生
由

出
の
論
理
も
そ
れ
ぞ
れ
の
面
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 
 

 
 

第
三
節 

二
種
法
身
論
に
基
づ
く
凡
夫
往
生
の
肯
定 

 

二
種
法
身
の
論
理
は
単
に
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
相
関
性
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。『
論
註
』
の
真
実
功
徳
釈
で
は
『
浄
土
論
』

の
「
真
実
功
徳
相
」
の
一
句
に
つ
い
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
真
実
功
徳
相
な
る
こ
と
を
不
顛
倒
の
義
と
不
虚
偽
の
義
を
も
っ
て
説
明

さ
れ
る
。
不
顛
倒
と
い
う
の
は
「
依
二
リ
テ

法
性
一
ニ

順
二
ズ
ル
ガ

二
諦
一
ニ

故
ナ
リ

。
」3

0

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
の
荘
厳
相
は
真
如
の
さ

と
り
を
依
拠
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
荘
厳
相
の
ま
ま
が
真
如
法
性
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
一
方
、

不
虚
偽
と
は
「
摂
二
シ
テ

衆
生
一
ヲ

入
二
ラ
シ
ム
ル
ガ

畢
竟
浄
一
ニ

故
ナ
リ

。
」31

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
の
荘
厳
相
に
は
衆
生
を
お
さ
め
と
り
、

畢
竟
清
浄
涅
槃
に
入
ら
し
め
る
は
た
ら
き
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
真
実
功
徳
釈
に
お
け
る
説
示
を

受
け
、
佐
々
木
義
英
氏
は
「
依
二
リ
テ

法
性
一
ニ

順
二
ズ
ル
ガ

二
諦
一
ニ

故
ナ
リ

。
」
と
示
さ
れ
る
体
用
相
即
の
論
理
を
根
拠
と
し
、「
浄
入
願
心

章
で
は
、
浄
土
は
一
如
法
性
を
依
拠
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
を
『
由
生
』
と
示
し
、
ま
た
衆
生
を
し
て
二

利
円
満
の
功
徳
を
得
し
め
、
仏
果
を
証
せ
し
め
る
と
い
う
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
を
『
由
出
』
と
示
さ
れ
て
い
る
。
」3

2

と
述
べ
て
い

る
。
つ
ま
り
『
論
註
』
真
実
功
徳
釈
の
不
顛
倒
の
義
と
は
二
種
法
身
の
由
生
由
出
の
論
理
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
佐
々
木
氏
が
由
出
に
つ
い
て
「
浄
土
に
衆
生
を
し
て
二
利
円
満
の
功
徳
を
得
し
め
、
仏
果
を
証
せ
し
め
る
と
い
う
は
た
ら
き

の
あ
る
こ
と
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
三
種
荘
厳
が
方
便
法
身
の
利
他
の
相
で
あ
り
な
が
ら
法
性
法
身
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
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ら
、
そ
の
ま
ま
自
利
の
功
徳
を
そ
な
え
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
こ
の
由
出
の
内
容

に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
し
て
い
き
た
い
。 

 

三
種
荘
厳
相
に
衆
生
を
救
済
す
る
自
利
利
他
の
功
徳
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
『
浄
土
論
』
の
観
察
体
相
章
の
国
土
荘
厳
と
仏

荘
厳
の
終
わ
り
に
、「
略
シ
テ

説
二
ク

彼
ノ

阿
弥
陀
仏
国
土
ノ

十
七
種
ノ

荘
厳
成
就
一
ヲ

。
示
二

現
セ
ム
ガ

如
来
ノ

自
身
利
益
大
功
徳
力
成
就
ト

利
益

他
功
徳
成
就
一
ト
ヲ

故
ナ
リ

。
」3

3

、
「
略
シ
テ

説
二
キ
テ

八
句
一
ヲ

、
示
二

現
ス

如
来
ノ

自
利
利
他
ノ

功
徳
荘
厳
、
次
第
ニ

成
就
一
シ
タ
マ
ヘ
ル
コ
ト
ヲ

、
応
レ

シ

知
ル

。
」3

4

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
と
言
え
る
。
入
第
一
義
諦
釈
に
は
「
明
二
ス

彼
ノ

浄
土
ハ

是
阿
弥
陀
如
来
ノ

清
浄
本

願
ノ

無
生
之
生
ナ
リ

、
非
一
レ
ザ
ル
コ
ト
ヲ

如
二
キ
ニ
ハ

三
有
虚
妄
ノ

生
一
ノ

也
。
何
ヲ

以
テ

言
レ
フ
ト
ナ
ラ
バ

之
ヲ

、
夫
レ

法
性
ハ

清
浄
ニ
シ
テ

畢
竟
無
生
ナ
リ

、

言
レ
フ

生
ト

者
是
得
生
ノ

者
之
情
ナ
ル

耳
。
」35

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
生
と
は
得
生
者
の
情
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
畢
竟
無
生

で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
こ
れ
は
三
厳
二
十
九
種
の
荘
厳
相
で
あ
る
方
便
法
身
の
本
質
が
法
性
法
身
で
あ
る
と
い
う
道
理
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
方
便
法
身
は
生
に
、
法
性
法
身
は
無
生
に
当
て
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
生
即
無
生
、
方
便
法
身

即
法
性
法
身
の
道
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
上
品
生
の
者
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、36

一
方
で
曇
鸞
は
そ
う
し
た
道
理
に

か
な
わ
な
い
実
体
的
な
生
を
見
て
い
く
衆
生
で
あ
っ
て
も
、
往
生
成
仏
し
て
い
く
論
理
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
か
す
た
め
に
、

実
体
的
な
生
に
と
ら
わ
れ
た
下
品
の
者
は
無
生
の
浄
土
へ
の
往
生
が
不
可
能
で
は
な
い
か
、
た
と
え
往
生
し
て
も
さ
ら
に
生
の
惑
い

を
生
じ
て
無
生
智
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
二
つ
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
二
疑
に
対
し
て
三
釈
を
設

け
、
第
一
釈
は
第
一
疑
に
答
え
、
第
二
釈
は
第
二
疑
に
答
え
、
第
三
釈
は
第
一
・
第
二
に
通
じ
て
答
え
て
い
る
。3

7

こ
れ
ら
三
釈
を
通

じ
て
「
彼
ノ

下
品
ノ

人
、
雖
レ
モ

不
レ
ト

知
二
ラ

法
性
無
生
一
ヲ

、
但
以
下
テ

称
二
ス
ル

仏
名
一
ヲ

力
上
ヲ

作
二
シ
テ

往
生
ノ

意
一
ヲ

、
願
レ
ズ
ル
ニ

生
二
ゼ
ム
ト

彼

コピー厳禁
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ノ

土
一
ニ

、
彼
ノ

土
ハ

是
無
生
ノ

界
ナ
レ
バ

、
見
生
之
火
、
自
然
ニ

而
滅
ス
ル
ナ
リ

。
」38

と
結
ば
れ
る
よ
う
に
称
名
に
よ
る
下
品
生
の
往
生
が
語
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
下
品
の
往
生
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
が
自
利
利
他
円
満
の
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
は
た
ら
き
に
他
な
ら

な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。39

こ
の
名
号
の
意
味
を
窺
う
と
、
入
第
一
義
諦
釈
に
は
「
彼
ノ

清
浄
仏
土
ニ

有
二
ス

阿
弥
陀
如
来
無
上
ノ

宝
珠

一

。
以
二
テ

無
量
ノ

荘
厳
功
徳
成
就
ノ

帛
一
ヲ

裹
ミ
テ

」4
0

と
示
さ
れ
、
浄
土
三
部
経
の
経
体
を
明
か
す
中
で
「
釈
迦
牟
尼
仏
在
二
シ
テ

王
舎
城

及
ビ

舎
衛
国
一
ニ

、
於
二
テ

大
衆
之
中
一
ニ

説
二
キ
タ
マ
ヘ
リ

無
量
寿
仏
ノ

荘
厳
功
徳
一
ヲ

。
即
チ

以
二
テ

仏
ノ

名
号
一
ヲ

為
二
ス

経
ノ

体
一
ト

。
」41

と
示
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
釈
尊
は
浄
土
三
部
経
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
直
に
説
く
の
で
は
な
く
、
浄
土
の
三
種
荘
厳
功
徳
に
包
ま
れ

た
名
号
、
す
な
わ
ち
荘
厳
相
と
し
て
名
号
を
示
す
こ
と
で
衆
生
に
往
生
を
勧
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
弥
陀
の
名
号
を
聞
く

と
い
う
こ
と
は
弥
陀
の
三
厳
二
十
九
種
の
相
を
聞
く
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。42

こ
う
し
て
仏
名
号
の
功
徳

と
は
衆
生
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
三
厳
二
十
九
種
の
功
徳
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
下
品
生
は
三
種
荘
厳
相
を
実
体
的
に
見
て
い
く
が

そ
こ
に
そ
な
わ
る
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
に
よ
っ
て
往
生
成
仏
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
二
種
法
身
に
お
い
て
由
出
と
示
さ
れ
る
論
理
は
単
に
理
智
不
二
の
法
性
法
身
と
悲
智
不
二
の
方
便
法
身
の
相
関
性
を

論
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
体
的
な
生
を
見
て
い
く
凡
夫
で
あ
っ
て
も
往
生
成
仏
を
可
能
な
ら
し
め
る
自
利
利
他
円
満
の
三
種
荘
厳

相
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

   

第
二
章 

道
綽
に
よ
る
二
種
法
身
の
論
理
的
展
開 

コピー厳禁
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第
一
節 

凡
聖
通
往 

 

道
綽
は
『
安
楽
集
』
第
二
大
門
第
二
「
破
異
見
邪
執
」
に
お
い
て
浄
土
願
生
が
取
相
に
と
ら
わ
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
と
す
る
聖
道

諸
師
の
論
難
を
取
り
上
げ
、
そ
の
弁
明
に
つ
と
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
諸
仏
の
説
法
に
は
法
性
の
理
に
よ
る
、
二
諦
の
真
理
に
順
ず

る
と
い
う
二
つ
の
縁
が
必
ず
そ
な
わ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
け
て
「
今
勧
二
ム

行
者
一
ニ

。
理
雖
二
モ

無
生
一
ナ
リ
ト

、
然
モ

二
諦
ノ

道
理
非
レ
ザ
レ
バ

無
二
キ
ニ

縁
求
一

、
一
切
得
二

往
生
一
ヲ

也
。」4
3

と
示
し
、
無
生
の
生
、
相
即
無
相
の
浄
土
で
あ
る
か
ら
縁
求
す
る
浄
土
願

生
の
意
義
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
顕
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
諦
相
即
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
道
綽
は
相
即
無
相
の
浄
土
願
生
の
あ
り
方
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
く
が
、
そ
の
上
で
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
は
凡
夫
、
聖
者
と
も
に
往
生
す
る
こ
と
の
で
き
る
大
乗
一
味
の
報
浄
土
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は

す
な
わ
ち
『
安
楽
集
』
第
一
大
門
第
八
に
お
い
て 

 
 

第
八
ニ

明
下
ス
ト

弥
陀
ノ

浄
国
ハ

位
該
二
ネ

上
下
一
ヲ

、
凡
聖
通
ジ
テ

往
上
ク
コ
ト
ヲ

者
、
今
此
ノ

無
量
寿
国
ハ

是
其
ノ

報
ノ

浄
土
ナ
リ

。
由
二
ル
ガ

仏 

 
 

願
一
ニ

故
ニ

乃
チ

該
ニ

通
シ
テ

上
下
一
ヲ

、
致
レ
ス

令
三
ム
ル
コ
ト
ヲ

凡
夫
之
善
ヲ
シ
テ

並
ニ

得
二

往
生
一
ヲ

。
由
レ
ル
ガ

該
レ
ヌ
ル
ニ

上
ヲ

故
ニ

、
天
親
・
龍 

 
 

樹
及
ビ

上
地
ノ

菩
薩
亦
皆
生
ズ

也
。4

4
 

と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
道
綽
は
そ
の
上
で
凡
夫
と
聖
者
が
生
ま
れ
る
浄
土
を
そ
れ
ぞ
れ
修
相
の
相
違
に
よ
っ
て
分
立
し

て
い
く
。
そ
れ
が 

 
 

問
ヒ
テ

曰
ク

、
弥
陀
ノ

浄
国
既
ニ

云
下
ハ
バ

位
該
二
ネ

上
下
一
ヲ

、
無
レ
ク

問
二
フ
コ
ト

凡
聖
一
ヲ

皆
通
ジ
テ

往
上
ク
ト

者
、
未
レ
ダ

知
ラ

、
唯
修
二
シ
テ

無 

 
 

相
一
ヲ

得
レ
ヤ

生
ズ
ル
コ
ト
ヲ

、
為
当
凡
夫
ノ

有
相
モ

亦
得
レ

生
ズ
ル
コ
ト
ヲ

也
。
答
ヘ
テ

曰
ク

、
凡
夫
ハ

智
浅
ク
シ
テ

多
ク

依
レ
リ
テ

相
ニ

求
ム
ル
ニ

、
決
シ 

コピー厳禁
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テ

得
二

往
生
一
ヲ

。
然
ル
ニ

以
二
テ

相
善
ハ

力
微
一
ナ
ル
ヲ

、
但
生
二
ジ
テ

相
土
一
ニ

唯
覩
二
ル

報
化
ノ

仏
一
ヲ

也
。4

5 

と
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
地
の
菩
薩
、
聖
者
に
つ
い
て
は
相
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
浄
土
が
相
即
無
相
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、

無
相
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
相
土
に
生
ま
れ
る
。
一
方
実
体
的
な
相
に
依
る
凡
夫
に
つ
い
て
は
相
土
に
往
生
し
て
い
く
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
凡
聖
通
往
の
論
理
が
成
立
す
る
の
は
、
弥
陀
浄
土
の
本
質
が
相
土
即
無
相
土
と
い
う
構
造
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
。 

 

道
綽
に
と
っ
て
こ
の
相
土
即
無
相
土
の
論
理
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
曇
鸞
の
広
略
相
入
・
二
種
法

身
思
想
で
あ
る
。
道
綽
は
同
じ
く
第
一
大
門
第
八
に
お
い
て 

 
 

天
親
菩
薩
ノ

『
論
ニ

』
云
ク

、「
若
シ

能
ク

観
二
ズ
レ
バ

二
十
九
種
ノ

荘
厳
清
浄
一
ヲ

、
即
チ

略
シ
テ

入
二
ル

一
法
句
一
ニ

。
一
法
句
ト

者
謂
ク

清
浄 

 
 

句
ナ
リ

。
清
浄
句
ト

者
即
チ

是
智
慧
無
為
法
身
ナ
ル
ガ

故
ナ
リ

。
何
ガ

故
ゾ

須
二
ク

広
略
相
入
一
ス

者
、
但
諸
仏
・
菩
薩
ニ

有
二
ス

二
種
ノ

法
身
一

。 
 
 

 
 

一
ニ

者
法
性
法
身
、
二
ニ

者
方
便
法
身
ナ
リ

。
由
二
ル
ガ

法
性
法
身
一
ニ

故
ニ

生
二
ズ

方
便
法
身
一
ヲ

。
由
二
ル
ガ

方
便
法
身
一
ニ

故
ニ

顕
二

出
ス

法 

 
 

性
法
身
一
ヲ

。
此
ノ

二
種
ノ

法
身
ハ

異
ニ
シ
テ

而
不
レ

可
レ
カ
ラ

分
ツ

。
一
ニ
シ
テ

而
不
レ

可
レ
カ
ラ

同
ズ

。
是
ノ

故
ニ

広
略
相
入
ス

。
菩
薩
若
シ

不
レ
レ 

 
 

バ

知
二
ラ

広
略
相
入
一
ヲ

、
則
チ

不
レ
ル
ナ
リ

能
二
ハ

自
利
利
他
一
ス
ル
コ
ト

。
無
為
法
身
ト

者
即
チ

法
性
身
也
。
法
性
寂
滅
ナ
ル
ガ

故
ニ

、
即
チ

法
身 

 
 

ハ

無
相
也
。
法
身
無
相
ナ
ル
ガ

故
ニ

、
則
チ

能
ク

無
レ
シ

不
レ
ル
ハ

相
ナ
ラ

。
是
ノ

故
ニ

相
好
荘
厳
即
チ

是
法
身
也
。
法
身
ハ

無
知
ナ
ル
ガ

故
ニ

、
則 

 

 
 

チ

能
ク

無
レ
シ

不
レ
ル
ハ

知
ラ

。
是
ノ

故
ニ

一
切
種
智
ハ

即
チ

是
真
実
ノ

智
慧
也
。4

6 

と
『
論
註
』
取
意
の
文
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
性
法
身
と
方
便
法
身
は
互
い
に
由
生
由
出
で
あ
り
、
「
異
ニ
シ
テ

而
不
レ

可
レ
カ
ラ

分
ツ

。
一
ニ
シ
テ

而
不
レ

可
レ
カ
ラ

同
ズ

。
」
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
三
句
展
転
相
入
や
真
実
智
慧
無
為
法
身
の
釈
を
『
論

コピー厳禁
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註
』
よ
り
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
相
土
即
無
相
土
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
浄
土

願
生
の
肯
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
願
生
者
が
有
相
に
と
ら
わ
れ
た
凡
夫
で
あ
っ
て
も
相
即
無
相
を
知
る
聖
者
と
と
も
に
往
生
可
能
と
す

る
凡
聖
通
往
の
論
理
的
根
拠
が
顕
証
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

  
 

第
二
節 

証
果
の
平
等
性 

 

ま
た
道
綽
は
相
土
即
無
相
土
の
論
理
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
第
一
大
門
第
八
の
結
び
に
お
い
て
「
今
之
行
者
無
レ
ク

問
二
フ
コ
ト

緇
素
一
ヲ

、

但
能
ク

知
二
リ
テ

生
・
無
生
一
ヲ

不
レ
ル

違
二
セ

二
諦
一
ニ

者
ハ

、
多
ク

応
三
シ

落
二

在
ス

上
輩
生
一
ニ

也
。
」
と
述
べ
、
『
論
註
』
善
巧
摂
化
章
の
意
を

受
け
て
真
実
の
帰
依
と
は
生
即
無
生
の
道
理
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
修
す
る
者
が
上
輩
生
の
証
果
を
得
て
い
く
と
述
べ
て
い

る
。47

こ
こ
で
は
一
見
、
無
相
を
修
す
る
者
の
証
果
が
相
善
を
修
す
る
者
よ
り
優
れ
て
い
る
教
示
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、「
無
レ

ク

問
二
フ
コ
ト

緇
素
一
ヲ

」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
真
実
の
帰
依
あ
る
者
が
生
即
無
生
に
か
な
う
上
輩
生
の

者
の
こ
と
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
言
う
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
真
実
の
帰
依
あ
る
者
と
示
さ

れ
る
中
に
は
、
相
善
を
修
す
る
中
・
下
輩
の
凡
夫
も
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
、4

8

こ
こ
に
凡
夫
の
相
土
往
生
と
聖
者
の
無
相
土
往
生
と

の
証
果
の
平
等
性
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

『
安
楽
集
』
第
七
大
門
第
一
「
此
彼
取
相
縛
脱
」
に
は
西
方
浄
土
の
清
浄
な
相
を
取
れ
ば
速
や
か
に
解
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

も
っ
ぱ
ら
極
楽
を
受
け
て
智
慧
の
眼
が
開
か
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
穢
土
の
相
を
取
れ
ば
虚
妄
の
楽
、
愚
痴
の

盲
、
繋
縛
、
憂
い
と
怖
れ
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
乗
の
諸
経
に
は
無
相
こ
そ
出
離
の
道
で
あ
り
、
相
に

コピー厳禁
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執
着
す
れ
ば
迷
い
の
境
界
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
穢
を
捨
て
て
浄
を
欣
う
と
い
う
執
着
の
あ
り

方
が
勧
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
相
に
は
色
声
香
味
触
の
欲
境
に
対
し
て

凡
夫
が
執
着
す
る
こ
と
と
、
仏
の
功
徳
を
愛
し
て
浄
土
往
生
を
願
う
こ
と
の
二
種
が
あ
る
と
し
、
浄
土
往
生
を
願
う
相
善
は
決
し
て

繋
縛
と
は
な
ら
ず
必
ず
解
脱
を
得
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。4
9

そ
の
根
拠
と
し
て
『
十
地
経
』
の
文
を
取
意
し
て
「
初
地
ノ

菩
薩
、

尚
自
ラ

別
二

観
シ
テ

二
諦
一
ヲ

励
レ
シ
テ

心
ヲ

作
意
ス

。
先
ニ
ハ

依
レ
リ
テ

相
ニ

求
メ

、
終
ニ
ハ

則
チ

無
相
ナ
リ

。
以
テ

漸
ク

増
進
シ
テ

体
二
ス

大
菩
提
一
ヲ

。
尽
二

シ
テ

七
地
ノ

終
心
一
ヲ

相
心
始
テ

息
ム

。
入
二
リ
テ

其
ノ

八
地
一
ニ

絶
二
ス

於
相
求
一
ヲ

。
方
ニ

名
二
ク
ト

無
功
用
一
ト

也
。
」5

0

と
述
べ
て
い
る
。
続
い
て

天
親
の
『
十
地
経
論
』
取
意
の
文
と
し
て
「
七
地
已
還
ハ

悪
貪
ヲ

為
レ
シ

障
ト

、
善
貪
ヲ

為
レ
ス

治
ト

。
八
地
已
上
ハ

善
貪
ヲ

為
レ
シ

障
ト

、
無
貪

ヲ

為
レ
ス
ト

治
ト

。
」5

1

と
示
し
、
さ
ら
に 

 
 

況
ヤ

今
願
レ
ズ
ル
ハ

生
二
ゼ
ム
ト

浄
土
一
ニ

、
現
ニ

是
外
凡
ナ
リ

。
所
修
ノ

善
根
皆
従
レ
リ

愛
二
ス
ル

仏
ノ

功
徳
一
ヲ

生
ズ

。
豈
ニ

是
縛
ナ
ラ
ム

也
。
故
ニ 

 
 

 
 

『
涅
槃
経
ニ

』
云
ク

、「
一
切
衆
生
ニ

有
二
リ

二
種
ノ

愛
一

。
一
ニ

者
善
愛
、
二
ニ

者
不
善
愛
ナ
リ

。
不
善
愛
者
唯
愚
ノ
ミ

求
レ
メ

之
ヲ

、
善
法 

 
 

愛
者
諸
菩
薩
求
レ
ム
ト

是
ヲ

。
」5

2 

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
初
地
の
菩
薩
が
二
諦
を
観
じ
、
体
得
す
る
に
は
ま
ず
相
に
依
る
有
功
用
、
善
貪
に
よ
っ
て
次
第
に
増
進

し
、
さ
ら
に
七
地
が
終
わ
っ
て
八
地
以
降
は
相
を
離
れ
る
無
功
用
、
無
貪
に
よ
っ
て
大
菩
提
を
体
得
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
仏
道
修
行
に
お
い
て
浄
土
を
願
う
凡
夫
の
相
善
が
無
相
に
か
な
う
必
然
性
が
顕
証
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に

相
善
が
無
相
に
か
な
い
、
畢
竟
じ
て
解
脱
を
得
る
こ
と
の
論
理
的
帰
結
を
『
論
註
』
の
利
行
満
足
章
の
四
種
法
味
楽
の
文
に
求
め
、「
観

仏
国
土
清
浄
味
・
摂
受
衆
生
大
乗
味
・
類
事
起
行
願
取
仏
土
味
・
畢
竟
住
持
不
虚
作
味
、
有
二
リ
ト

如
レ
キ

是
ク
ノ

等
ノ

無
量
ノ

仏
道
ノ

味
一

。
」
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5
3

と
示
し
、
弥
陀
浄
土
の
力
用
を
表
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
四
種
の
功
徳
は
『
論
註
』
本
来
の
順
序
と
は
異
な
り
、

5
4

最
後
に
「
畢
竟
住
持
不
虚
作
味
」
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
こ
れ
は
全
て
の
荘
厳
功
徳
は
弥
陀
の
本
願
力
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
す

た
め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。5

5

そ
し
て
結
び
と
し
て
「
故
ニ

雖
二
モ

是
取
一
レ
ル
ト

相
ヲ

、
非
レ
ズ

當
二
ル
ニ

執
縛
一
ニ

也
。
又
彼
ノ

淨
土
ニ

所
レ
ノ

言
フ

相
ト

者
、
即
チ

是
無
漏
ノ

相
、
実
相
ノ

相
也
。
」5

6

と
示
し
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
、
本
願
力
は
相
と
い
え
ど
も
煩
悩
を
離
れ
た
清

浄
の
相
で
あ
り
、
相
即
無
相
の
道
理
に
か
な
っ
た
真
実
の
相
で
あ
る
か
ら
、
相
に
依
る
凡
夫
の
相
土
往
生
は
聖
者
の
無
相
土
往
生
と

同
等
で
あ
り
、
と
も
に
畢
竟
じ
て
解
脱
を
得
て
い
く
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。 

  
 

第
三
節 

相
土
の
二
面
性 

 

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
道
綽
は
相
善
を
修
め
る
凡
夫
は
相
土
に
往
生
し
て
「
報
化
仏
」
を
見
る
と
説
く
。
過
去
の
先
哲
の
解
釈
に

は
こ
の
「
報
化
仏
」
を
「
報
中
の
化
仏
」、
す
な
わ
ち
報
土
中
の
方
便
化
身
土
の
仏
と
捉
え
る
も
の
や
、
ひ
い
て
は
相
善
を
『
観
経
』

顕
説
の
定
散
諸
善
、
つ
ま
り
自
力
諸
行
、
自
力
念
仏
に
限
定
す
る
も
の
が
窺
え
る
。5

7

し
か
し
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
道
綽
の
意
図
に
そ

ぐ
わ
な
い
と
い
う
見
解
も
一
方
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
二
大
門
第
二
「
破
異
見
邪
執
」
で
は
「
自
ラ

有
二
リ

中
・
下
之
輩
一

。
未
レ
ダ

能
レ
ハ

破
レ
ス
ル
コ
ト

相
ヲ

、
要
ズ

依
二
リ
テ

信
仏
ノ

因
縁
一
ニ

求
レ

ム

生
二
ゼ
ム
ト

浄
土
一
ニ

。
雖
レ
モ

至
二
ル
ト

彼
ノ

国
一
ニ

、
還
リ
テ

居
二
ス

相
土
一
ニ

。
」5

8

と
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
信
仏
因
縁
」
と
は
凡
夫
の
相
善

に
つ
い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
信
仏
因
縁
」
は
「
以
二
テ

信
仏
ノ

因
縁
一
ヲ

願
レ
ジ
テ

生
二
ゼ
ム
ト

浄
土
一
ニ

、
起
レ
シ

心
ヲ

立

レ
テ

徳
ヲ

、
修
二
ス
レ
バ

諸
ノ

行
業
一
ヲ

、
仏
願
力
ノ

故
ニ

即
便
チ

往
生
ス

。
」5

9

、
「
若
シ

能
ク

信
仏
ノ

因
縁
ヲ
モ
テ

願
レ
ジ
テ

生
二
ゼ
ム
ト

浄
土
一
ニ

、
所
修
ノ
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行
業
並
ニ

皆
回
向
ス
レ
バ

、
命
欲
レ
ス
ル

終
ラ
ム
ト

時
、
仏
自
ラ

来
迎
シ
テ

不
レ

干
二
サ
レ

死
王
一
ニ

也
。
」60

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
諸
行
の
前
提

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
相
善
に
は
諸
行
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
第
一
大
門
第
八
「
凡
聖
通
往
」
に

は
凡
夫
智
浅
の
相
善
を
「
礼
仏
・
観
仏
・
念
仏
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
お
り
、61

第
七
大
門
第
二
「
此
彼
修
道
」
に
お
い
て
は
そ
の
「
礼

仏
・
観
仏
・
念
仏
」
に
つ
い
て
「
若
シ

欲
二
ス
ル

発
心
シ
テ

帰
一
レ
セ
ム
ト

西
ニ

者
ハ

、
単
ニ

用
二
テ

少
時
ノ

礼
観
念
等
一
ヲ

、
（
中
略
）
迅
ク

至
二
リ
テ

彼
ノ

方
一
ニ

位
階
二
フ

不
退
一
ニ

。（
中
略
）
若
シ

能
ク

作
意
シ

回
願
シ
テ

向
レ
ヘ
バ

西
ニ

、
上
尽
二
シ

一
形
一
ヲ

下
至
二
ル
マ
デ

十
念
一
ニ

無
レ
シ

不
二
ル
ハ

皆
往

一
カ

。
」6

2

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
説
示
を
受
け
て
吉
川
昭
丸
氏
は
、
相
善
に
は
上
尽
一
形
下
至
十
念
の
念
仏
、
つ
ま
り
第
十
八
願
の
他

力
念
仏
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。6

3

ま
た
渡
邊
了
生
氏
も
第
二
大
門
第
三
「
廣
施
問
答
」
に
お
い
て
「
依
レ
リ
テ

相
ニ

専
至
ス
レ
バ

」6
4

の
修
相
は
「
少
時
念
二
ジ
テ

阿
弥
陀
仏
一
ヲ

」6
5

で
あ
り
、
在
心
・
在
縁
・
在
決
定
の
「
下
品
ノ

人
ノ

十
念
之
善
」6

6

を
指

す
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
十
念
の
念
仏
に
は
「
称
レ
ス
ル
コ
ト
モ

名
ヲ

亦
爾
ナ
リ

。
」6

7

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
淳
心
・
一
心
・
相
続
心

の
三
心
を
承
け
た
如
実
修
行
相
応
の
称
念
の
意
も
含
ま
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
称
名
念
仏
と
は
、『
論
註
』
の
「
浄
摩

尼
珠
」「
氷
上
燃
火
」
の
譬
喩
を
お
さ
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
絶
対
的
価
値
が
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
名
号
の

力
用
に
よ
る
他
力
弘
願
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
道
綽
は
顕
証
し
て
い
る
と
い
う
。6

8

し
た
が
っ
て
両
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、

道
綽
が
示
し
た
相
善
に
は
礼
仏
・
観
仏
・
念
仏
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
、
念
仏
に
は
名
号
の
絶
対
的
価
値
を
見
る
他
力
の
称
名
念

仏
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
四
大
門
第
二
「
諸
経
所
明
念
仏
」
に
お
け
る
「
始
終
両
益
」
の

釈
に
は
そ
れ
ら
の
行
を
念
仏
と
そ
の
他
の
諸
行
に
大
別
し
、
往
生
後
、
諸
行
者
が
阿
弥
陀
仏
の
滅
度
の
相
を
見
る
一
方
で
、
念
仏
者

は
阿
弥
陀
仏
の
滅
度
を
見
ず
、
常
に
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。6

9

渡
邊
・
吉
川
両
氏
は
そ
の
説
示
に
し
た
が
い
、

コピー厳禁



 - 17 -

「
報
化
仏
」
を
見
る
と
い
う
の
は
、
諸
行
者
が
方
便
化
身
土
の
仏
を
見
る
と
い
う
内
容
で
は
な
く
、
念
仏
者
が
相
土
中
の
報
身
仏
を

見
て
、
諸
行
者
が
報
身
に
よ
る
示
現
隠
没
相
の
化
身
仏
を
見
る
と
い
う
二
面
性
を
そ
な
え
た
内
容
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
説
に
し
た
が
え
ば
「
報
化
仏
」
の
報
仏
は
弥
陀
の
報
身
仏
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
が
、
化
仏
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
吉
川
・

渡
邊
両
氏
の
見
解
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
吉
川
氏
は
示
現
隠
没
相
を
示
す
「
報
化
仏
」
の
化
仏
を
報
身
の
範
疇
で
捉
え
て
い
る

が
、
渡
邊
氏
は
そ
れ
を
「
法
・
報
・
化
」
の
三
身
中
の
化
身
と
位
置
付
け
る
。
両
者
の
見
解
を
受
け
て
野
村
淳
爾
氏
は
穢
土
成
仏
の

化
身
と
示
現
隠
没
相
の
定
義
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。「
報
化
仏
」
の
化
仏
を
報
身
の
範
疇
で
捉
え
ず
、

「
法
・
報
・
化
」
の
三
身
中
の
化
身
と
す
る
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
第
一
大
門
第
七
「
三
身
三
土
」
に
お
い
て
示
さ
れ
る 

 
 

問
ヒ
テ

曰
ク

、
『
鼓
音
経
ニ

』
云
ク

、
「
阿
弥
陀
仏
ニ

有
二
リ
ト

父
母
一

。
」
明
カ
ニ

知
リ
ヌ

非
二
ズ

是
報
仏
・
報
土
一
ニ

也
。
答
ヘ
テ

曰
ク

、
子
ハ

但 

 
 

聞
レ
キ
テ

名
ヲ

不
三
シ
テ

究
二
メ

尋
ネ

経
ノ

旨
一
ヲ

致
二
ス

此
ノ

疑
一
ヲ

。
可
レ
シ

謂
下
フ

錯
二
リ
テ

之
ヲ

毫
毛
一
ニ

失
中
ス
ト

之
ヲ

千
里
上
ニ

。
然
レ
ド
モ

阿
弥 

 
 

陀
仏
亦
具
二
へ
タ
マ
ヘ
リ

三
身
一
ヲ

。
極
楽
ニ

出
現
シ
タ
マ
フ

者
即
チ

是
報
身
ナ
リ

。
今
言
レ
フ

有
二
リ
ト

父
母
一

者
、
是
穢
土
ノ

中
ニ

示
現
シ
タ
マ
ヘ
ル 

 

 
 

化
身
ノ

父
母
也
。
」7

0 

の
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
か
さ
れ
る
三
身
中
の
化
身
は
示
現
隠
没
相
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
あ
く
ま
で
道
綽
に
お
い

て
示
さ
れ
る
そ
れ
は
穢
土
に
お
い
て
衆
生
を
化
益
す
る
仏
身
で
あ
り
、
行
者
の
得
益
と
し
て
当
来
に
お
い
て
入
滅
の
相
を
示
現
す
る

仏
身
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
く
第
一
大
門
第
七
に
お
い
て
は 

 
 

問
ヒ
テ

曰
ク

、
如
来
ノ

報
身
ハ

常
住
ナ
リ

。
云
何
ゾ

『
観
音
授
記
経
ニ

』
云
三
フ

「
阿
弥
陀
仏
入
涅
槃
ノ

後
、
観
世
音
菩
薩
次
ギ
テ

補
二
ス
ト 

 
 

仏
処
一
ヲ

」
也
。
答
ヘ
テ

曰
ク

、
此
ハ

是
報
身
、
示
二

現
ス

隠
没
ノ

相
一
ヲ

。
非
二
ズ

滅
度
一
ニ
ハ

也
。
彼
ノ

『
経
ニ

』
云
ク

、
「
阿
弥
陀
仏
入
涅 
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槃
ノ

後
、
復
有
二
リ
テ

深
厚
善
根
ノ

衆
生
一

、
還
リ
テ

見
ル
コ
ト

如
レ
シ
ト

故
ノ

。
」7

1 

と
示
さ
れ
、
ま
た 

 
 

問
ヒ
テ

曰
ク

、
若
シ

報
身
ニ

有
二
ラ
バ

隠
没
休
息
ノ

相
一

者
、
亦
可
三
キ
ヤ

浄
土
ニ

有
二
ル

成
壊
ノ

事
一

。
答
ヘ
テ

曰
ク

、
如
レ
キ

斯
ク
ノ

難
者
、
自
レ 

 
 

リ

古
将
レ
リ
テ

今
ニ

義
亦
難
レ
シ

通
ジ

。
雖
レ
モ

然
リ
ト

今
敢
テ

引
レ
キ
テ

経
ヲ

為
レ
サ
ム

証
ト

。
義
亦
可
レ
シ

知
ル

。
譬
ヘ
バ

如
二
シ

仏
身
ハ

常
住
ナ
レ
ド 

 

 
 

モ

、
衆
生
見
一
レ
ル
ガ

有
二
リ
ト

涅
槃
一

。
浄
土
モ

亦
爾
ナ
リ

。
体
ハ

非
二
ザ
レ
ド
モ

成
壊
一
ニ

、
随
二
ヒ
テ

衆
生
ノ

所
見
一
ニ

有
レ
リ

成
有
レ
リ

壊
。7

2 

と
い
う
よ
う
に
報
身
・
報
土
に
お
け
る
衆
生
の
機
質
に
応
じ
た
示
現
隠
没
相
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
示
現
隠

没
相
と
は
三
身
中
の
報
身
・
化
身
に
わ
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、「
報
化
仏
」
に
お
け
る
化
仏
と
い
う
の
は
ま
さ
に
相
土
に
往
生
し
て

後
の
所
談
で
あ
る
か
ら
、
野
村
氏
は
「
報
化
仏
」
の
化
仏
を
、
相
土
に
往
生
し
て
か
ら
見
る
報
身
の
範
疇
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
化

仏
と
定
義
す
る
の
で
あ
り
、
吉
川
氏
の
見
解
が
妥
当
な
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。73

本
論
文
で
は
こ
う
し
た
研
究
成
果
に
基
づ
き
、

吉
川
・
野
村
両
氏
の
化
仏
に
対
す
る
見
解
こ
そ
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。 

 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
弥
陀
の
相
土
に
は
名
号
の
徳
用
に
よ
る
称
名
の
意
も
含
ま
れ
る
念
仏
に
よ
り
常
住
の
報
身
仏
を
見

る
報
土
と
、
諸
行
に
よ
り
示
現
隠
没
の
相
を
見
る
報
中
の
化
土
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
分
立

が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
前
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
弥
陀
の
浄
土
は
本
質
的
に
相
土
即
無
相
土
と
示
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
無
相
を
修
め
る
聖
者
、
相
善
の
う
ち
念
仏
を
修
め
る
凡
夫
、
諸
行
を
修
め
る
凡
夫
の
三
者
は
と
も
に
畢
竟
じ
て
解
脱
を
得
る

と
言
え
る
の
で
あ
る
。 
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第
三
章 

親
鸞
に
よ
る
二
種
法
身
の
論
理
的
展
開 

 
 

第
一
節 

親
鸞
に
お
け
る
法
性
法
身
と
方
便
法
身 

 
 
 

第
一
項 

従
果
降
因
の
法
蔵
菩
薩 

 

曇
鸞
教
学
に
お
い
て
法
蔵
を
従
果
降
因
と
捉
え
る
か
、
従
因
至
果
と
捉
え
る
か
大
き
く
二
説
に
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
方
便
法
身
と
し
て
法
蔵
菩
薩
の
願
行
成
就
し
た
阿
弥
陀
仏
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。74

一
般
仏
教
で
は
菩
薩
が
仏

道
修
行
に
お
い
て
仏
果
へ
と
向
か
う
方
向
性
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
従
因
至
果
の
菩
薩
と
し
て
の
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
浄

土
真
宗
の
解
釈
に
お
い
て
は
法
蔵
菩
薩
の
本
源
に
法
性
法
身
と
い
う
本
来
仏
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
来
仏
が
菩
薩
と
顕

現
し
た
と
す
る
従
果
降
因
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
が
妥
当
な
も
の
と
言
え
る
根
拠
と
し
て
池
本
重
臣
氏
は
、『
論

註
』
に
は
八
種
の
仏
功
徳
荘
厳
が
因
位
の
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。75

ま
た
神
子

上
恵
龍
氏
は
『
大
経
』
に
「
其
ノ

心
寂
静
ニ
シ
テ

志
無
二
シ

所
著
一

。
」7

6

と
言
わ
れ
る
の
は
、
法
蔵
が
既
に
無
分
別
智
を
得
て
い
る
高
位
の

菩
薩
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
曇
鸞
は
そ
の
意
を
受
け
て
法
蔵
の
地
位
を
聖
種
性
と
位
置
付
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
凡

夫
で
は
な
く
、
既
に
高
位
の
菩
薩
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
は
従
果
降
因
の
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。7

7

一
方
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
正
覚
阿
弥
陀
仏
の
内
証
が
法
性
法
身
、
三
種
荘
厳
の
外
用
が
方
便
法
身
で
あ

る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。78

つ
ま
り
こ
の
解
釈
で
は
法
蔵
菩
薩
の
根
源
に
本
来
仏
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
一
般
仏
教
と
同

様
に
法
蔵
は
向
上
的
、
す
な
わ
ち
従
因
至
果
の
菩
薩
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
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曽
根
宣
雄
氏
は
「
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
の
根
源
、
出
発
点
を
あ
く
ま
で
も
法
蔵
菩
薩
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法

蔵
菩
薩
が
真
如
法
身
よ
り
現
れ
出
で
た
と
い
う
内
容
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」79

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
説

に
お
い
て
従
因
至
果
、
従
果
降
因
を
妥
当
と
見
る
根
拠
は
明
確
に
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
曇
鸞
教
学
に
お
い
て
は
ど
ち
ら

の
説
が
正
当
と
言
え
る
の
か
客
観
的
に
見
出
す
こ
と
は
困
難
と
言
え
る
。 

 

し
か
し
親
鸞
に
至
っ
て
は
法
蔵
菩
薩
の
根
源
に
本
仏
を
想
定
し
た
従
果
降
因
の
解
釈
を
明
確
に
示
す
形
で
、
二
種
法
身
説
が
継
承

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
阿
弥
陀
仏
を
方
便
法
身
と
位
置
付
け
て
お
り
、
法
性
法
身
は
真
如
の
さ
と
り
そ
の
も
の
と
見
て
い

る
。
さ
ら
に
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
「
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
そ
の
御
す
が
た
に
、
法
蔵
比
丘

と
な
の
り
た
ま
ひ
て
」80

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
果
相
に
と
ど
ま
ら
ず
法
蔵
菩
薩
を
も
方
便
法
身
の
範
疇
に
取
り
入

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

  
 
 

第
二
項 

垂
名
示
形 

 

『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
「
方
便
と
ま
ふ
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
ま
ふ

す
な
り
。
」8

1

と
示
さ
れ
て
お
り
、
方
便
法
身
中
に
お
い
て
形
を
示
現
し
、
名
を
垂
れ
る
弥
陀
の
は
た
ら
き
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
先

哲
の
間
で
は
こ
の
論
理
を
垂
名
示
形
と
言
い
慣
わ
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
「
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
無
㝵
の
ち
か
ひ
を
お
こ

し
た
ま
ふ
を
た
ね
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
と
な
り
た
ま
ふ
が
ゆ
へ
に
、
報
身
如
来
と
ま
ふ
す
な
り
。
」82

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
法
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蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
」
と
言
わ
れ
た
の
は
因
位
に
あ
た
り
、「
阿
弥
陀
仏
と
な
り
た
ま
ふ
」
と
言
わ
れ
た
の
は
果
位
に
あ
た
る
。

す
な
わ
ち
親
鸞
に
お
い
て
示
形
と
示
さ
れ
る
内
容
は
報
身
阿
弥
陀
仏
の
因
果
相
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
報

身
仏
そ
の
も
の
は
凡
夫
に
よ
っ
て
実
際
に
感
得
さ
れ
得
る
対
象
で
は
な
い
。
そ
こ
で
加
藤
仏
眼
氏
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
「
こ
の
報

身
よ
り
応
・
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
わ
し
て
」83

と
あ
る
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
は
衆
生
に
よ
っ
て
信
受
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
応
化
身

を
示
し
て
い
く
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
「
故
使
如
来
選
要
法
」8

4

の
随
釈
と
し
て
「
釈
迦
如
来
、
よ
ろ
づ
の
善

の
な
か
よ
り
名
号
を
え
ら
び
と
り
て
、
五
濁
悪
時
・
悪
世
界
・
悪
衆
生
・
邪
見
無
信
の
も
の
に
あ
た
え
た
ま
へ
る
」8

5

と
示
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、「
御
な
を
し
め
し
て
」
と
示
さ
れ
た
垂
名
を
、
報
身
阿
弥
陀
仏
よ
り
垂
れ
た
応
身
仏
、
す
な
わ
ち
此
土
出
現
の
釈
尊
に
お

け
る
所
談
と
位
置
付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
第
十
七
願
に
応
じ
て
此
土
に
出
現
し
た
応
身
釈
迦
仏
が
、『
大
無
量
寿
経
』
を

説
い
た
と
い
う
こ
と
が
名
号
回
向
の
具
体
的
活
動
相
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。86

し
た
が
っ
て
報
身
阿
弥
陀
仏
の
因
果
相
と

し
て
の
示
形
を
全
う
じ
て
応
身
釈
迦
仏
に
お
け
る
垂
名
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

 

さ
て
、
こ
の
垂
名
と
示
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
性
質
に
つ
い
て
親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
一
念
多

念
文
意
」
で
は
「
一
如
宝
海
」
と
表
現
さ
れ
る
法
性
法
身
を
方
便
法
身
の
名
号
の
う
ち
に
そ
な
わ
る
徳
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

親
鸞
は
第
一
章
で
説
明
し
た
『
論
註
』
の
真
実
功
徳
釈
の
内
容
を
受
け
、
名
号
に
つ
い
て
「
真
実
功
徳
と
ま
ふ
す
は
名
号
な
り
。
」87

と

述
べ
、
名
号
は
真
実
功
徳
な
る
も
の
で
あ
り
、
法
性
法
身
の
自
利
の
徳
も
方
便
法
身
の
利
他
の
徳
も
ま
ど
か
に
摂
具
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
一
実
真
如
の
妙
理
、
円
満
せ
る
が
ゆ
へ
に
、
大
宝
海
に
た
と
え
た
ま
ふ
な

り
。
」8

8

と
示
さ
れ
た
の
は
自
利
円
満
の
果
徳
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
宝
海
と
ま
ふ
す
は
、
よ
ろ
づ
の
衆
生
を
き
ら
は
ず
、
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さ
わ
り
な
く
、
へ
だ
て
ず
、
み
ち
び
き
た
ま
ふ
を
、
大
海
の
み
づ
の
へ
だ
て
な
き
に
た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り
。
」8

9

と
示
さ
れ
た
の
は

利
他
円
満
の
徳
用
で
あ
る
。
こ
う
し
て
二
種
法
身
の
論
理
に
基
づ
く
名
号
の
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
衆

生
が
平
等
に
救
済
さ
れ
て
い
く
論
理
的
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
し
た
が
っ
て
前
項
の
内
容
を
踏
ま
え
て
総
括
す
れ
ば
法
性
法
身
の
内
容
は
一
如
で
あ
り
、
方
便
法
身
の
内
容
は
示
形
と
し
て
示
さ

れ
る
因
位
の
法
蔵
菩
薩
と
果
体
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
、
垂
名
と
し
て
示
さ
れ
る
名
号
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
方
便
法

身
の
う
ち
に
報
身
阿
弥
陀
仏
の
因
果
相
に
と
ど
ま
ら
ず
、
応
身
釈
迦
仏
の
所
談
で
あ
る
名
号
ま
で
含
ま
せ
る
と
い
う
親
鸞
の
理
解
に

は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
弥
陀
の
救
済
仏
と
し
て
の
、
大
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
意
図
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

第
二
節 

由
生
の
強
調
と
時
間
的
解
釈 

 

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
和
語
聖
教
に
お
い
て
一
如
を
法
性
法
身
と
し
、
報
身
阿
弥
陀
仏
の
因
果
相
、
及
び
名
号

を
方
便
法
身
と
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
の
二
種
法
身
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
「
一
如
宝
海
よ
り
」9

0

、
「
一
如
よ
り
」9

1

と
言
わ
れ
る

よ
う
に
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
と
い
う
流
れ
、
つ
ま
り
由
生
の
部
分
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
末
灯
鈔
』
第
五

通
に
も
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
上
仏
に
つ
い
て
「
か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
」9

2

と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
仏
は
『
唯

信
鈔
文
意
』
で
「
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
ゝ
ろ
も
お
よ
ば
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
」9

3

と
言
わ

れ
る
法
性
法
身
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
無
上
仏
の
必
然
的
な
は
た
ら
き
を
「
自
然
と
は
ま
ふ
す
」9

4

と
説
い
て
い
る
。

そ
れ
は
「
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
ん
と
て
、
は
じ
め
に
弥
陀
仏
と
ま
ふ
す
と
ぞ
」9

5

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
を
し
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て
仏
果
へ
と
向
か
わ
せ
る
た
め
に
阿
弥
陀
仏
と
顕
現
す
る
は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
無
上
仏
が
動
い
て
そ
れ
を
衆
生
に
知

ら
し
め
ん
が
た
め
に
阿
弥
陀
仏
が
顕
現
す
る
と
い
う
方
向
性
が
窺
え
る
の
で
あ
り
、
前
述
と
同
じ
く
由
生
の
部
分
が
強
調
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、「
証
文
類
」
に
も
「
然
者
、
弥
陀
如
来
ハ

従
レ

如
来
生
シ
テ

、
示
二
シ

現
ジ
タ
マ
フ

報
・
応
・
化
種
種
ノ

身
一
ヲ

也
。
」9

6

と
あ
る
よ
う
に
親
鸞
は
一
如
来
生
と
い
う
方
向
性
を
極
め
て
強
調
し
て
い
た
と
窺
え
る
。 

 

ま
た
由
生
と
は
言
っ
て
も
、
単
に
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
生
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
一
如
↓
法
蔵
菩
薩
↓
報
身
阿
弥
陀

仏
↓
名
号
」
と
い
う
よ
う
に
衆
生
の
も
と
に
至
り
届
く
は
た
ら
き
を
複
数
の
段
階
を
も
っ
て
具
体
的
に
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
親
鸞
の
二
種
法
身
の
由
生
の
説
示
方
法
に
つ
い
て
、
山
田
行
雄
氏
は
時
間
的
立
場
か
ら
説
か
れ
た
も
の
と
解
釈
し
、
横
の
相
即
で

は
な
く
、
竪
の
前
後
関
係
と
し
て
見
ら
れ
た
も
の
と
論
じ
て
い
る
。97

ま
た
浮
島
範
道
氏
は
こ
れ
を
「
空
間
的
不
定
」
を
踏
ま
え
た
「
時

間
的
限
定
」
を
表
し
た
も
の
と
捉
え
、
よ
り
具
体
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
曇
鸞
に
お
け
る
二
種
法
身
で
は
由
生
と
と
も
に
由
出

の
論
理
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
一
つ
の
存
在
は
そ
れ
と
し
て
限
定
的
に
安
住
す
る
こ
と
が
な
く
、
法
性
法
身
が
方
便
法

身
を
生
じ
、
方
便
法
身
よ
り
法
性
法
身
を
出
だ
す
と
い
う
相
互
依
存
の
関
係
と
し
て
二
種
法
身
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
空
間
的
不
定
」
と
言
わ
れ
る
。
一
方
「
時

間
的
限
定
」
に
つ
い
て
は
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
か
ら
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
と
は
「
円
環
的
限
定
」
と
「
直

線
的
限
定
」
で
あ
る
。「
円
環
的
限
定
」
と
い
う
の
は
、
時
間
を
超
越
し
た
世
界
に
お
け
る
法
性
法
身
が
、
歴
史
的
な
世
界
の
方
便
法

身
と
し
て
出
現
す
る
動
き
の
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
に
は
ま
だ
時
間
的
な
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
直
線
的
限
定
」
と
い
う
の

は
、
そ
の
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
か
ら
阿
弥
陀
仏
に
な
る
物
語
の
過
程
を
言
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
親
鸞
は
時
間
的
な
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流
れ
を
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
願
を
起
こ
し
、
成
仏
す
る
と

い
う
流
れ
は
、
有
限
的
な
観
点
し
か
持
ち
得
な
い
凡
夫
が
知
る
と
こ
ろ
の
「
仏
願
ノ

生
起
本
末
」9

8

の
内
容
で
あ
る
と
い
う
。9

9 

 

し
た
が
っ
て
「
一
如
↓
法
蔵
菩
薩
↓
報
身
阿
弥
陀
仏
↓
名
号
」
と
い
う
流
れ
が
親
鸞
に
お
い
て
窺
え
る
が
、
ま
ず
『
唯
信
鈔
文
意
』

に
「
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
」1

0
0

と
い
う
段
階
に
お
い
て
は
、
法
蔵
菩
薩
、
阿
弥
陀
仏
、
名

号
を
全
て
包
括
的
に
方
便
法
身
と
捉
え
て
い
る
の
で
、
時
間
的
な
流
れ
は
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
親
鸞
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

方
便
法
身
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
範
疇
に
お
い
て
「
法
蔵
菩
薩
↓
報
身
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
時
間
的
な
物
語
の
方
向
性
を
見
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
法
蔵
菩
薩
↓
報
身
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
過
程
を
仏
願
の
生
起
本
末
の
内
容
と
し
、
衆
生
の
聞
く
と
こ
ろ
に
な

る
と
す
れ
ば
、「
法
蔵
菩
薩
↓
報
身
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
過
程
を
示
し
た
親
鸞
の
意
図
は
そ
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
「
御
な
を
し
め
し
て
」

と
示
さ
れ
た
名
号
の
い
わ
れ
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞
が
由
生
由
出
の
由
生
の
と
こ
ろ
を
強
調
し
、
そ

の
中
弥
陀
成
仏
の
因
果
相
を
示
し
た
の
は
凡
夫
の
知
る
と
こ
ろ
の
仏
願
の
生
起
本
末
の
内
容
、
名
号
の
い
わ
れ
を
知
ら
し
め
ん
が
た

め
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

  

結
論 

 

 

曇
鸞
に
お
い
て
は
三
厳
二
十
九
種
の
荘
厳
相
の
本
質
と
真
如
一
法
句
の
関
係
性
を
説
明
す
る
論
理
と
し
て
法
性
法
身
と
方
便
法
身
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の
二
種
法
身
の
相
即
関
係
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
理
と
智
の
関
係
性
で
説
明
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
自
利
利
他
、
智
慧
慈
悲
不
二

の
関
係
を
表
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
単
に
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
相
関
性
を
表
す
論
理
で
は
な
く
、
名
号
を
帰
結

と
す
る
方
便
法
身
上
に
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
は
た
ら
き
、
二
利
円
満
の
功
徳
が
そ
な
わ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
論
理
で
も
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
体
的
な
生
を
見
る
下
品
生
の
者
も
往
生
成
仏
可
能
と
す
る
救
済
構
造
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
道
綽
に
お
い
て
は
二
種
法
身
を
弥
陀
報
土
に
お
け
る
相
土
即
無
相
土
の
論
理
と
し
て
展
開
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
相
即
無
相

の
弥
陀
浄
土
を
根
拠
と
し
て
相
に
と
ら
わ
れ
た
凡
夫
が
相
即
無
相
を
知
る
聖
者
と
等
し
く
往
生
成
仏
し
て
い
く
こ
と
を
認
め
て
い
く

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
相
善
に
よ
る
往
生
と
は
名
号
の
力
用
に
よ
る
他
力
念
仏
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
相
土
即
無
相
土
で

あ
る
か
ら
そ
の
他
の
諸
行
で
あ
っ
て
も
畢
竟
じ
て
解
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

親
鸞
は
二
種
法
身
の
相
即
の
論
理
に
基
づ
い
て
名
号
の
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
を
明
か
す
。
ま
た
親
鸞
に
お
い
て
法
性
法
身
は
真 

如
本
仏
、
方
便
法
身
は
法
蔵
菩
薩
・
阿
弥
陀
仏
・
名
号
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
法
蔵
菩
薩
の
時
点
か
ら
凡
夫
が
直 

接
与
え
ら
れ
る
名
号
に
至
る
ま
で
救
済
仏
と
し
て
の
弥
陀
の
利
他
の
は
た
ら
き
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 

さ
ら
に
そ
れ
は
曇
鸞
の
よ
う
に
空
間
的
な
相
即
関
係
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
の
も
と
に
仏
が
は
た
ら
き
か
け
る
「
一
如
↓
法 

蔵
菩
薩
↓
報
身
阿
弥
陀
仏
↓
名
号
」
と
い
う
段
階
的
な
形
で
説
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
窺
え
る
報
身
阿
弥
陀
仏
の
時
間 

的
因
果
相
は
名
号
の
い
わ
れ
と
し
て
衆
生
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
に
お
け
る
二
種
法
身
思
想
の
内
容
と
は
凡
夫
の 

観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
三
者
を
比
較
す
れ
ば
、
一
貫
し
て
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
由
生
由
出
の
論
理
に
基
づ
き
、
凡
夫
救
済
を
可
能
に
す
る 
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阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
上
で
、
二
種
法
身
論
に
基
づ
く
凡
夫
救
済
の
原
理
を
見
出
し
た
曇
鸞
を 

承
け
た
道
綽
の
思
想
的
独
自
性
を
窺
え
ば
、
そ
の
救
済
の
範
囲
が
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
る
形
で
論
理
を
発
展
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
言 

え
る
。
ま
た
親
鸞
に
お
い
て
窺
え
る
思
想
的
独
自
性
は
他
な
ら
ぬ
名
号
の
力
用
に
よ
る
他
力
念
仏
の
行
者
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
そ 

の
有
限
的
な
凡
夫
の
観
点
に
立
脚
し
た
主
体
的
二
種
法
身
説
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
註
】 

1

曇
鸞
は
国
土
荘
厳
の
終
わ
り
に
あ
る
「
彼
ノ

無
量
寿
仏
国
土
ノ

荘
厳
ハ

第
一
義
諦
妙
境
界
相
ナ
リ

。
十
六
句
及
ビ

一
句
次
第
シ
テ

説
ケ
リ

、
応

レ
シ

知
ル

。」
（
『
浄
真
全
』
一
・
四
三
八
頁
）
と
い
う
『
浄
土
論
』
の
文
を
承
け
て
「『
第
一
義
諦
ト

』
者
仏
ノ

因
縁
法
也
。
此
ノ

諦
ハ

是
境

ノ

義
ナ
リ

。
是
ノ

故
ニ

荘
厳
等
ノ

十
六
句
ヲ

称
シ
テ

為
二
ス

『
妙
境
界
相
ト

』
一

。
此
ノ

義
至
二
リ
テ

入
一
法
句
ノ

文
一
ニ

当
二
ニ

更
ニ

解
釈
一
ス

。
」
（
『
浄

真
全
』
一
・
五
〇
四
頁
）
と
示
し
て
い
る
。
第
一
義
諦
を
も
っ
て
仏
の
因
縁
法
、
す
な
わ
ち
世
諦
差
別
の
依
報
荘
厳
と
釈
し
、
ま
た

諦
は
境
の
義
と
言
わ
れ
る
の
は
、
第
一
義
諦
の
真
如
実
相
が
依
報
荘
厳
と
し
て
は
た
ら
き
、
依
報
荘
厳
は
そ
の
ま
ま
第
一
義
諦
に
他

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
畢
竟
清
浄
涅
槃
、
真
如
実
相
の
異
名
で
あ
る
国
土
荘
厳
の
第
一
清
浄
功
徳
を

第
一
義
諦
に
お
さ
め
、
そ
れ
が
国
土
荘
厳
十
六
句
の
妙
境
界
相
と
相
即
の
関
係
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
理

を
さ
ら
に
詳
説
し
て
い
る
の
が
広
略
相
入
・
二
種
法
身
の
論
理
と
さ
れ
る
。 

2

『
浄
真
全
』
一
・
五
一
五
〜
五
一
六
頁 

3

山
田
行
雄
「
親
鸞
和
語
聖
教
に
あ
ら
わ
れ
た
る
曇
鸞
教
学
（
二
）
–
二
種
法
身
の
一
考
察
–
」
（『
真
宗
研
究
』
第
四
一
集
、
一
四
二
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頁
） 

4

『
浄
真
全
』
一
・
五
七
九
〜
五
八
三
頁 

5
『
浄
真
全
』
一
・
五
八
三
〜
五
八
五
頁 

6

『
浄
真
全
』
二
・
一
四
三
頁 

7

『
浄
真
全
』
二
・
二
八
六
頁 

8

稲
城
選
恵
『
浄
土
真
宗
用
語
事
典 

中
巻
』
二
九
一
頁
、
中
村
元
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
一
三
一
二
〜
一
三
一
三
頁 

9

龍
樹
は
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
「
云
何
名
二

多
陀
阿
伽
陀
。
如
二

法
相
一

解
如
二

法
相
一

説
。
如
二

諸
仏
一

安
隠
道
来
。
仏
亦
如
レ

是
来

更
不
レ

去
二

後
有
中
一

。
是
故
名
二

多
陀
阿
伽
陀
一

。
」（
『
大
正
蔵
』
二
五
・
七
一
中
）
と
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
如
来
」
と
い
う
面

か
ら
「
多
陀
阿
伽
陀
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
僧
肇
の
『
注
維
摩
経
』
に
は
「
什
曰
。
多
陀
阿
伽
度
。
秦
言
二

如
来
一

亦

言
二

如
去
一

。
如
レ

法
知
如
レ

法
説
故
名
レ

如
也
。
諸
仏
以
二

安
隠
道
一

来
。
此
仏
亦
如
レ

是
来
。
彼
仏
安
隠
去
。
此
仏
亦
如
レ

是
去
也
。
」（『
大

正
蔵
』
三
八
・
四
〇
五
中
）
と
「
多
陀
阿
伽
陀
」
を
「
如
来
」
と
「
如
去
」
の
概
念
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
曇
鸞
は
北
地
四
論
の
学

匠
で
あ
る
こ
と
か
ら
龍
樹
、
僧
肇
の
思
想
的
系
譜
を
承
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
多
陀
阿
伽
陀
」
を
「
如
来
」
と
「
如
去
」

の
両
面
か
ら
解
釈
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
。 

1
0

是
山
恵
覚
『
往
生
論
註
講
義
』
四
三
六
〜
四
三
七
頁 

1
1

池
本
重
臣
「
論
註
の
二
種
法
身
説
に
つ
い
て
–
教
理
史
的
意
義
と
そ
の
理
解
に
関
し
て-

」（
『
真
宗
学
』
第
三
八
号
、
七
頁
） 
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1
2

渡
辺
了
生
「
『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
二
種
法
身
説
の
教
理
史
的
研
究
」
（
『
真
宗
学
』
第
八
一
号
、
九
九
頁 

）
、
福
原
亮
厳
『
往
生

論
註
の
研
究
』
四
〇
七
頁 

1
3

福
原
亮
厳
『
往
生
論
註
の
研
究
』
四
〇
七
〜
四
〇
八
頁 

1
4

福
原
亮
厳
『
往
生
論
註
の
研
究
』
四
〇
七
頁  

1
5

『
浄
真
全
』
一
・
五
一
六
頁 

1
6

『
浄
真
全
』
一
・
四
四
〇
頁 

1
7

『
浄
真
全
』
一
・
五
一
六
頁 

1
8

『
浄
真
全
』
一
・
五
一
六
頁 

1
9

香
月
院
深
励
師
は
一
法
句
を
略
と
し
、
清
浄
句
は
一
法
句
の
性
を
全
う
じ
て
修
と
顕
れ
た
二
種
清
浄
の
相
、
す
な
わ
ち
三
種
荘
厳
相

の
広
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
真
実
智
慧
無
為
法
身
に
つ
い
て
、「
実
相
ノ

智
慧
也
。
実
相
ハ

無
相
ナ
ル
ガ

故
ニ

、
真
智
ハ

無
知
也
。
」「
無
知
ノ

故
ニ

能
ク

無
レ
シ

不
レ
ル
コ
ト

知
ラ

。
是
ノ

故
ニ

一
切
種
智
ハ

即
チ

真
実
ノ

智
慧
也
。
」
と
説
明
さ
れ
る
真
実
智
慧
と
は
実
相
を
さ
と
る
能
証
の
智

の
側
で
あ
り
、
方
便
法
身
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
法
性
身
也
。
法
性
ハ

寂
滅
ナ
ル
ガ

故
ニ

、
法
身
ハ

無
相
也
。
」
と
言
わ
れ
る
無
為
法
身
は

所
証
の
理
の
側
で
あ
る
法
性
法
身
と
解
釈
し
て
い
る
。
よ
っ
て
真
実
智
慧
無
為
法
身
と
は
理
智
不
二
、
す
な
わ
ち
法
性
方
便
の
二
法

身
の
不
一
不
異
な
る
相
成
就
の
報
身
阿
弥
陀
仏
と
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。（
香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
六
二
七
〜
六
三
〇
頁
） 

2
0

渡
邊
了
生
氏
は
三
句
展
転
相
入
を
一
法
句
の
略
が
清
浄
句
の
広
と
由
生
な
る
相
即
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
清
浄
句
は
そ
の
ま
ま
真
実
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智
慧
無
為
法
身
の
略
と
由
出
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
論
理
と
し
て
い
る
。
真
実
智
慧
に
つ
い
て
「
実
相
ノ

智
慧
也
。
実
相
ハ

無
相

ナ
ル
ガ

故
ニ

、
真
智
ハ

無
知
也
。
」
と
言
わ
れ
、
無
為
法
身
に
つ
い
て
「
法
性
身
也
。
法
性
ハ

寂
滅
ナ
ル
ガ

故
ニ

、
法
身
ハ

無
相
也
。」
と
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
を
理
智
不
二
の
法
性
法
身
、
つ
ま
り
略
門
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
（
渡
邊
了
生
「
『
浄
土

論
註
』
広
略
相
入
の
論
理
と
道
綽
の
相
土
・
無
相
土
論
」
『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
二
四
号
、
九
九
頁
） 

2
1

是
山
恵
覚
『
往
生
論
註
講
義
』
四
四
〇
〜
四
四
三
頁 

2
2

香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
六
二
二
〜
六
二
三
頁 

2
3

曇
鸞
は
名
義
摂
対
章
に
お
い
て
『
浄
土
論
』
の
「
向
ニ

説
ク

智
慧
ト

慈
悲
ト

方
便
ト
ノ

三
種
ノ

門
ハ

摂
二

取
シ

般
若
一
ヲ

、
般
若
ハ

摂
二

取
ス

方

便
一
ヲ

、
応
レ
シ

知
ル

。
」（
『
浄
真
全
』
一
・
四
四
二
頁
）
の
文
を
釈
し
、
菩
薩
の
所
修
と
し
て
般
若
と
方
便
の
義
を
説
示
し
て
い
る
。
般

若
と
は
真
如
法
性
に
達
す
る
出
世
間
無
分
別
智
の
こ
と
、
ま
た
方
便
と
は
世
間
を
対
象
と
し
衆
生
を
済
度
す
る
善
巧
方
便
の
慈
悲
、

後
得
清
浄
世
間
智
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
物
事
を
実
体
的
に
見
て
い
く
妄
見
が
完
全
に
破
ら

れ
、
真
如
に
達
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
衆
生
を
済
度
す
る
真
実
の
慈
悲
へ
と
展
開
す
る
。
ま
た
同
時
に
衆
生
救
済
の
方
便
智
の
は
た
ら

き
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
裏
付
け
と
し
て
必
ず
諸
法
実
相
の
通
達
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
般
若
と
方
便
の
相
縁
、
相

即
の
義
が
明
か
さ
れ
る
。 

 
 

2
4

『
浄
真
全
』
一
・
五
一
八
頁 

2
5

足
利
義
山
『
真
宗
百
題
啓
蒙
』
一
〇
三
頁 
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2
6

『
浄
真
全
』
一
・
五
二
一
頁 

2
7

足
利
義
山
『
真
宗
百
題
啓
蒙
』
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁 

2
8

慧
然
『
浄
土
論
註
顕
深
義
記 

巻
五
』
二
十
七
丁
左 

2
9

慧
然
『
浄
土
論
註
顕
深
義
記 

巻
五
』
二
十
八
丁
右 

3
0

『
浄
真
全
』
一
・
四
五
五
頁 

3
1

『
浄
真
全
』
一
・
四
五
五
頁 

3
2

佐
々
木
義
英
『
入
出
二
門
偈
頌
講
読
』
六
三
頁 

3
3

『
浄
真
全
』
一
・
四
三
八
頁 

3
4

『
浄
真
全
』
一
・
四
三
九
頁 

3
5

『
浄
真
全
』
一
・
五
〇
四
頁 

3
6

『
浄
真
全
』
一
・
五
〇
六
頁 

3
7

『
浄
真
全
』
一
・
五
〇
六
頁 

3
8

『
浄
真
全
』
一
・
五
〇
六
頁 

3
9

曇
鸞
は
仏
名
号
に
つ
い
て
入
第
一
義
諦
釈
に
「
彼
ノ

阿
弥
陀
如
来
ノ

至
極
無
生
清
浄
ノ

宝
珠
ノ

名
号
」
（
『
浄
真
全
』
一
・
五
〇
六
頁
）

と
示
し
、
ま
た
『
論
註
』
の
八
番
問
答
の
在
縁
の
義
を
明
か
す
中
に
「
阿
弥
陀
如
来
ノ

方
便
荘
厳
真
実
清
浄
無
量
ノ

功
徳
ノ

名
号
」（『
浄
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真
全
』
一
・
四
八
五
頁
）
と
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
方
便
荘
厳
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
ま
ま
「
至
極
無
生
」
、「
真
実
清
浄
」
と
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
号
に
は
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
藤
堂
恭
俊
『
無
量

寿
経
論
註
の
研
究
』
一
七
三
〜
一
七
六
頁
） 

4
0

『
浄
真
全
』
一
・
五
〇
六
頁 

4
1

『
浄
真
全
』
一
・
四
四
九
〜
四
五
〇
頁 

4
2

香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
五
五
七
～
五
五
八
頁
、
佐
々
木
義
英
「
曇
鸞
教
学
に
お
け
る
名
号
観
」
（
『
印
仏
研
』
第
三
八
号
、

二
一
四
頁
） 

4
3

『
浄
真
全
』
一
・
五
九
一
頁 

4
4

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
三
頁 

4
5

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
三
頁 

4
6

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
五
頁 

4
7

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
五
頁 

4
8

中
西
昌
弘
「
仏
身
・
仏
土
論
の
一
考
察
（
そ
の
三
）
–
道
綽
の
仏
身
仏
土
論
–
」
（『
行
信
学
報
』
第
一
八
号
、
九
一
頁
） 

4
9

『
浄
真
全
』
一
・
六
三
三
〜
六
三
四
頁 

5
0

『
浄
真
全
』
一
・
六
三
四
頁 
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5
1

『
浄
真
全
』
一
・
六
三
四
頁 

5
2

『
浄
真
全
』
一
・
六
三
四
頁 

5
3

『
浄
真
全
』
一
・
六
三
四
頁 

5
4

『
論
註
』
に
は
、「
不
レ
シ
テ

断
二
ゼ

煩
悩
一
ヲ

得
二

涅
槃
分
一
ヲ

。
」（『
浄
真
全
』
一
・
四
九
五
頁
）
の
功
用
を
表
す
「
観
仏
国
土
清
浄
味
（
清

浄
功
徳
）
」
を
ま
ず
示
し
、
次
に
「
使
二
メ
ム

我
ガ

国
土
ヲ
シ
テ

皆
是
大
乗
一
味
、
平
等
一
味
一
ナ
ラ

。
」
（
『
浄
真
全
』
一
・
四
六
八
頁
）
の
功

用
を
表
す
「
摂
受
衆
生
大
乗
味
（
大
義
門
功
徳
）」
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
に
は
「
真
如
ハ

是
諸
法
ノ

正
体
ナ
リ

。
体
如
ニ
シ
テ

而
行
ズ

レ
バ

、
則
チ

是
不
行
ナ
リ

。
不
行
ニ
シ
テ

而
行
ズ
ル
ヲ

名
二
ク

如
実
修
行
一
ト

。
」（『
浄
真
全
』
一
・
五
一
三
頁
）
の
功
用
を
表
す
「
類
事
起
行
願
取

仏
土
味
（
菩
薩
四
種
功
徳
）
」
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
観
二
ズ
ル
ニ

仏
ノ

本
願
力
ヲ
一

遇
ヒ
テ

無
二
シ

空
シ
ク

過
グ
ル

者
一

能
ク

令
ム
三

速
ニ

満
二

足
セ

功
徳
ノ

大
宝
海
一
ヲ

」
（
『
浄
真
全
』
一
・
四
七
七
頁
）
の
功
用
を
表
す
「
畢
竟
住
持
不
虚
作
味
（
不
虚
作
住
持
功
徳
）
」
を

示
し
て
あ
る
。（
『
浄
真
全
』
一
・
五
二
五
〜
五
二
六
頁
） 

5
5

渡
邊
了
生
「
『
浄
土
論
註
』
広
略
相
入
の
論
理
と
道
綽
の
相
土
・
無
相
土
論
」
（
『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
二
四
号
、
一
〇
八
頁
） 

5
6

『
浄
真
全
』
一
・
六
三
四
頁 

5
7

僧
樸
『
安
楽
集
講
録
』
（
『
真
叢
』
五
・
四
八
頁
）
、
善
意
『
安
楽
集
述
聞
』
（
『
真
全
』
十
二
・
二
七
〇
下
）
、
僧
叡
『
安
楽
集
義
疏
』

（
『
真
全
』
十
二
・
四
五
一
上
）
、
慧
琳
『
安
楽
集
日
纂
』
（
『
真
全
』
十
二
・
七
九
頁
）
、
慧
然
『
安
楽
集
勧
信
義
』
（『
真
全
』
十
二
・

一
九
頁
）、
山
本
仏
骨
『
道
綽
教
学
の
研
究
』
三
五
〇
〜
三
五
八
頁
、
神
子
上
恵
龍
『
弥
陀
身
土
思
想
の
展
開
』
三
五
五
〜
三
五
九
頁 
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5
8

『
浄
真
全
』
一
・
五
九
三
頁 

5
9

『
浄
真
全
』
一
・
六
〇
七
頁 

6
0

『
浄
真
全
』
一
・
六
四
四
頁 

6
1

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
四
頁 

6
2

『
浄
真
全
』
一
・
六
三
四
〜
六
三
五
頁 

6
3

吉
川
昭
丸
「
安
楽
集
に
お
け
る
報
化
に
つ
い
て
」
（
『
真
宗
学
』
第
三
九
号
、
五
一
〜
五
二
頁
） 

6
4

『
浄
真
全
』
一
・
六
〇
三
頁 

6
5

『
浄
真
全
』
一
・
五
九
九
頁 
 

6
6

『
浄
真
全
』
一
・
六
〇
一
頁 

6
7

『
浄
真
全
』
一
・
六
〇
三
頁 

6
8

渡
邊
了
生
「
『
安
楽
集
』
所
説
「
三
身
三
土
義
」
と
「
相
土
・
無
相
土
」
論
と
の
関
係
考
」
（
『
宗
学
院
論
集
』
第
六
八
号
、
一
四
二

〜
一
四
五
頁
） 

6
9

『
浄
真
全
』
一
・
六
一
九
頁 

7
0

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
一
頁 

7
1

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
〇
頁 
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7
2

『
浄
真
全
』
一
・
五
八
二
頁 

7
3

野
村
淳
爾
「
道
綽
の
仏
身
論
に
関
す
る
一
考
察
–
「
報
化
」
解
釈
の
再
検
討
–
」（
『
宗
学
院
論
集
』
第
八
六
号
、
一
一
二
〜
一
一
七

頁
） 

7
4

香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
六
二
一
頁  

7
5

池
本
重
臣
「
論
註
の
二
種
法
身
説
に
つ
い
て
–
教
理
史
的
意
義
と
そ
の
理
解
に
関
し
て
–
」
（
『
真
宗
学
』
第
三
八
号
、
七
頁
） 

7
6

『
浄
真
全
』
一
・
二
三
頁 

7
7

神
子
上
恵
龍
『
往
生
論
註
解
説
』
二
二
六
頁 

7
8

藤
堂
恭
俊
「
浄
土
教
思
想
の
特
徴
–
人
間
観
を
手
が
か
り
と
し
て
–
」（『
仏
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』
第
二
号
、
六
四
〜
六
五
頁
）
、

良
忠
『
往
生
論
註
記
』
（『
浄
全
』
一
・
三
三
三
頁
）
、
了
慧
道
光
『
論
註
略
鈔
』
（
『
浄
全
』
一
・
五
八
八
頁
） 

7
9

曽
根
宣
雄
「
『
往
生
論
註
』
所
説
の
二
身
論
と
『
大
智
度
論
』
所
説
の
二
身
論
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
文
化
研
究
』
第
五
一
号
、
二
八

〜
二
九
頁
） 

8
0

『
浄
真
全
』
二
・
七
〇
二
頁 

8
1

『
浄
真
全
』
二
・
六
七
四
頁 

8
2

『
浄
真
全
』
二
・
六
七
四
頁 

8
3

『
浄
真
全
』
二
・
七
〇
二
頁 
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8
4

『
浄
真
全
』
一
・
八
四
三
頁 

8
5

『
浄
真
全
』
二
・
七
〇
四
頁 

8
6

加
藤
仏
眼
「
示
形
垂
名
」
（
龍
谷
大
学
真
宗
学
会
編
『
曇
鸞
教
学
の
研
究 

真
宗
学
論
叢
一
』
五
九
頁
） 

8
7

『
浄
真
全
』
二
・
六
七
四
頁 

8
8

『
浄
真
全
』
二
・
六
七
四
頁 

8
9

『
浄
真
全
』
二
・
六
七
四
頁 

9
0

『
浄
真
全
』
二
・
六
七
四
頁 

9
1

『
浄
真
全
』
二
・
七
〇
二
頁  

9
2

『
浄
真
全
』
二
・
七
八
六
頁 

9
3

『
浄
真
全
』
二
・
七
〇
二
頁 

9
4

『
浄
真
全
』
二
・
七
八
六
頁  

9
5

『
浄
真
全
』
二
・
七
八
六
頁 

9
6

『
浄
真
全
』
二
・
一
三
三
頁 

9
7

山
田
行
雄
「
親
鸞
和
語
聖
教
に
あ
ら
わ
れ
た
る
曇
鸞
教
学
（
二
）
–
二
種
法
身
の
一
考
察
–
」（
『
真
宗
研
究
』
第
四
一
集
、
一
四
六

頁
） 
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9
8

『
浄
真
全
』
二
・
九
四
頁 

9
9

浮
島
範
道
「
二
種
法
身
の
「
関
係
性
」
と
行
者
の
「
観
点
」
の
問
題
」
（
『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
（
人
文
科
学
）
』
第

二
九
集
、
一
〇
〇
〜
一
〇
五
頁 

） 

1
0
0

『
浄
真
全
』
二
・
七
〇
二
頁 

 

【
略
号
】 

・
『
印
仏
研
』
：『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』 

・
『
浄
真
全
』
：『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』 

・
『
浄
全
』
：
『
浄
土
宗
全
書
』 

・
『
真
全
』
：
『
真
宗
全
書
』 

・
『
真
叢
』
：
『
真
宗
叢
書
』 

・
『
大
正
蔵
』
：『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』 

 

【
参
考
文
献
】 

 

〈
資
料
〉 
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・
足
利
義
山
『
真
宗
百
題
啓
蒙
』
（
興
教
書
院
、
一
九
〇
九
年
） 

・
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
） 

・
稲
城
選
恵
『
浄
土
真
宗
用
語
事
典 

中
巻
』
（
教
育
新
潮
社
、
一
九
九
一
年
） 

・
内
田
寛
寧
『
三
経
七
祖 

宗
要
開
関 

後
篇
』
（
京
都
書
林
・
西
村
護
法
館
、
一
八
九
七
年
） 

・
慧
然
『
浄
土
論
註
顕
深
義
記
』
（
丁
子
屋
正
助
［
等
］
刊
、
一
七
五
〇
年
） 

・
岡
村
周
薩
編
『
真
宗
大
辞
典 

巻
三
』
（
真
宗
大
辞
典
刊
行
会
、
一
九
三
七
年
） 

・
利
井
鮮
妙
『
宗
要
論
題
決
択
編 

巻
三
』（
顕
道
書
院
、
一
九
〇
九
年
） 

・
金
子
大
栄
・
大
原
性
実
・
星
野
元
豊
編
『
真
宗
新
辞
典
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
三
年
） 

・
教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
二
）
宗
祖
篇
上
』
（
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
） 

・
河
野
法
雲
・
雲
山
龍
珠
『
真
宗
辞
典
』
（
法
蔵
館
、
一
九
三
五
年
） 

・
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
会
編
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
（
浄
土
宗
、
二
〇
一
六
年
） 

・
浄
土
宗
典
刊
行
会
編
纂
『
浄
土
宗
全
書
（
一
）
』
（
浄
土
宗
典
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
） 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
編
『
浄
土
真
宗
辞
典
』（
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
） 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
編
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
一
）
三
経
七
祖
篇
』
（
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
） 

・
真
宗
叢
書
編
集
所
編
『
真
宗
叢
書 

第
五
巻
』
（
前
田
・
是
山
両
和
上
古
稀
記
念
会
、
一
九
三
一
年
） 
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・
真
宗
叢
書
編
集
所
編
『
真
宗
叢
書 

第
九
巻
』
（
前
田
・
是
山
両
和
上
古
稀
記
念
会
、
一
九
三
一
年
） 

・
高
楠
順
次
郎
編
『
大
正
新
脩
大
蔵
経 

第
二
五
巻 

釈
経
論
部
上
』
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
） 

・
高
楠
順
次
郎
編
『
大
正
新
脩
大
蔵
経 

第
三
八
巻 

経
疏
部
六
』
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
） 

・
妻
木
直
良
編
『
真
宗
全
書 

第
一
二
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
年
） 

・
妻
木
直
良
編
『
真
宗
全
書 

第
三
七
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
） 

・
東
陽
円
月
『
宗
要
論
題 

巻
之
四
』
（
阪
本
楳
次
郎
刊
、
一
八
九
九
年
） 

・
中
村
元
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
〇
年
） 

・
柔
遠
『
往
生
論
随
感
録
』 

・
松
島
善
譲
『
愚
禿
鈔
横
超
録 

巻
之
三
』（
顕
道
書
院
、
一
八
九
一
年
） 

・
龍
谷
大
学
編
纂
『
仏
教
大
辞
彙 

第
五
巻
』
（
冨
山
房
、
一
九
二
二
年
） 

 

〈
書
籍
〉 

・
梯
實
圓
『
一
念
多
念
文
意
講
述
』
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八
年
） 

・
北
村
文
雄
『
親
鸞
の
二
諦
説
と
そ
の
展
開
』
（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
） 

・
香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
（
法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
） コピー厳禁
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・
是
山
恵
覚
『
往
生
論
註
講
義
』
（
佛
典
通
俗
講
義
、
一
九
二
六
年
） 

・
佐
々
木
義
英
『
入
出
二
門
偈
頌
講
読
』
（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
一
四
年
） 

・
藤
堂
恭
俊
『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』
（
仏
教
文
化
研
究
所
、
一
九
五
八
年
） 

・
藤
堂
恭
俊
・
牧
田
諦
亮
『
曇
鸞 

道
綽
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
） 

・
中
西
智
海
『
唯
信
鈔
文
意
講
讃
』
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
七
年
） 

・
幡
谷
明
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
–
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
–
』
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
九
年
） 

・
早
島
鏡
正
・
大
谷
光
真
『
浄
土
論
註
』
（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
七
年
） 

・
福
原
亮
厳
『
往
生
論
註
の
研
究
』
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
八
年
） 

・
藤
枝
昌
道
『
一
念
多
念
文
意
講
義
』
（
顕
真
学
苑
、
一
九
五
三
年
） 

・
本
多
弘
之
『
一
念
多
念
文
意
講
讃
』
（
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
） 

・
神
子
上
恵
龍
『
往
生
論
註
解
説
』
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
九
年
） 

・
神
子
上
恵
龍
『
弥
陀
身
土
思
想
の
展
開
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
〇
年
） 

・
美
濃
部
薫
一
『
浄
土
論
註
に
聞
く
』
（
教
育
新
潮
社
、
一
九
八
五
〜
一
九
八
六
年
） 

・
山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
三
年
） 

・
山
本
仏
骨
『
道
綽
教
学
の
研
究
』
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
九
年
） コピー厳禁
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・
龍
谷
大
学
真
宗
学
会
編
『
親
鸞
和
語
聖
教
の
研
究 

真
宗
学
論
叢
五
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
八
年
） 

・
龍
谷
大
学
真
宗
学
会
編
『
曇
鸞
教
学
の
研
究 

真
宗
学
論
叢
一
』
（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
一
年
） 

  

〈
論
文
〉 

・
池
本
重
臣
「
論
註
の
二
種
法
身
説
に
つ
い
て
–
教
理
史
的
意
義
と
そ
の
理
解
に
関
し
て
–
」（
『
真
宗
学
』
第
三
八
号
、
一
九
六
八

年
） 

・
入
井
公
昭
「
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
二
種
法
身
の
教
理
史
的
考
察
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
（
人
文
科
学
）
』
第
二

七
集
、
二
〇
〇
五
年
） 

・
浮
島
範
道
「
二
種
法
身
の
「
関
係
性
」
と
行
者
の
「
観
点
」
の
問
題
」（
『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
（
人
文
科
学
）
』
第

二
九
集
、
二
〇
〇
七
年
） 

・
大
江
淳
誠
「
往
生
論
註
の
阿
弥
陀
仏
観
」（
『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
三
五
三
号
、
一
九
五
六
年
） 

・
佐
々
木
義
英
「
曇
鸞
教
学
に
お
け
る
浄
土
観
構
築
の
論
理
」
（
『
真
宗
学
』
第
一
一
九
・
一
二
〇
合
併
号
、
二
〇
〇
九
年
） 

・
佐
々
木
義
英
「
曇
鸞
教
学
に
於
け
る
浄
土
の
意
義
」
（『
真
宗
学
』
第
七
四
号
、
一
九
八
六
年
） 

・
佐
々
木
義
英
「
曇
鸞
教
学
に
お
け
る
名
号
観
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
八
巻
、
第
一
号
、
一
九
八
九
年
） 

・
佐
々
木
義
之
「
阿
弥
陀
仏
論
の
研
究
」
（『
真
宗
学
』
第
九
三
号
、
一
九
九
六
年
） 
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・
柴
田
悟
「
曇
鸞
大
師
の
二
種
法
身
説
」
（『
大
谷
学
報
』
第
四
〇
巻
、
第
一
号
、
一
九
六
〇
年
） 

・
曽
根
宣
雄
「
『
往
生
論
註
』
所
説
の
二
身
論
と
『
大
智
度
論
』
所
説
の
二
身
論
に
つ
い
て
」（
『
仏
教
文
化
研
究
』
第
五
一
号
、
二
〇

〇
七
年
） 

・
曽
根
宣
雄
「
『
往
生
論
註
』
に
説
か
れ
る
広
略
相
入
に
つ
い
て
–
藤
堂
恭
俊
博
士
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
–
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』

第
一
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
） 

・
高
松
俊
景
「
二
種
法
身
説
の
展
開
」
（『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
（
人
文
科
学
）
』
第
一
四
集
、
一
九
九
三
年
） 

・
種
田
哲
也
「
往
生
論
註
に
お
け
る
般
若
と
方
便
–
特
に
阿
彌
陀
佛
論
の
論
理
的
根
據
に
つ
い
て
–
」
（
『
真
宗
学
』
第
二
七
・
二
八

合
併
号
、
一
九
六
二
年
） 

・
藤
堂
恭
俊
「
浄
土
教
思
想
の
特
徴
–
人
間
観
を
手
が
か
り
と
し
て
–
」（
『
仏
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
九
四
年
） 

・
内
藤
知
康
「
親
鸞
の
阿
弥
陀
仏
観
」
（『
真
宗
学
』
第
一
一
九
・
一
二
〇
合
併
号
、
二
〇
〇
九
年
） 

・
中
西
昌
弘
「
仏
身
・
仏
土
論
の
一
考
察
（
そ
の
三
）
–
道
綽
の
仏
身
仏
土
論
–
」
（『
行
信
学
報
』
第
一
八
号
、
二
〇
〇
五
年
） 

・
野
村
淳
爾
「
道
綽
の
仏
身
論
に
関
す
る
一
考
察
–
「
報
化
」
解
釈
の
再
検
討
–
」
（『
宗
学
院
論
集
』
第
八
六
号
、
二
〇
一
四
年
） 

・
藤
枝
宏
壽
「『
論
註
』
に
お
け
る
「
応
知
」
と
二
種
法
身
説
」
（
『
真
宗
研
究
』
第
五
〇
巻
、
二
〇
〇
六
年
） 

・
藤
下
洸
養
「
方
便
法
身
の
意
義
–
救
済
者
の
資
格
と
二
種
法
身
の
論
理
–
」（
『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
〇
〇
・
四
〇
一
合
併
号
、

一
九
七
三
年
） 
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・
溝
部
教
浄
「
二
種
法
身
説
の
展
開
に
つ
い
て
」
（
『
龍
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
六
集
、
一
九
九
五
年
） 

・
山
田
行
雄
「
往
生
論
註
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
論
」
（『
真
宗
学
』
第
一
〇
五
・
一
〇
六
合
併
号
、
二
〇
〇
二
年
） 

・
山
田
行
雄
「
親
鸞
和
語
聖
教
に
あ
ら
わ
れ
た
る
曇
鸞
教
学
（
二
）
–
二
種
法
身
の
一
考
察
–
」
（『
真
宗
研
究
』
第
四
一
集
、
一
九

九
七
年
） 

・
吉
川
昭
丸
「
安
楽
集
に
お
け
る
報
化
に
つ
い
て
」
（『
真
宗
学
』
第
三
九
号
、
一
九
六
八
年
） 

・
渡
邊
了
生
「
『
安
楽
集
』
所
説
「
三
身
三
土
義
」
と
「
相
土
・
無
相
土
」
論
と
の
関
係
考
」（『
宗
学
院
論
集
』
第
六
八
号
、
一
九
九

六
年
） 

・
渡
邊
了
生
「『
浄
土
論
註
』
広
略
相
入
の
論
理
と
道
綽
の
相
土
・
無
相
土
論
」
（
『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
二
四
号
、
一
九
九
二
年
） 

・
渡
辺
了
生
「『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
二
種
法
身
説
の
教
理
史
的
研
究
」（
『
真
宗
学
』
第
八
一
号
、
一
九
九
〇
年
） 
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